
西
貌
・
北
周
の

一
十
四
軍
と

「
府
兵
制
」

平

田

陽

げ
仏
い

肖口同

+la 一一一一一む

め

に

二
十
四
軍
と
郷
兵

二
十
四
軍
H

鮮
卑
部
落
兵
制
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て

開
皇
十
年
一
詔
と
「
部
族
解
散
」

す

ぴ
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じlま

じ

め

西
親
時
代
に
創
始
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
府
兵
制
」
が
、
陪
唐
世
界
帝
国
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
っ
た
、
と
い
う
が
本
嘗
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
仮
に
事
賓
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
・
賓
態
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
「
府
兵
制
」
研
究
の
基
盤
を
築
い
た
漬
口
重
園
氏

は
、
租
庸
調
則
ち
謀
役
を
克
除
す
る
だ
け
で
済
む
安
上
が
り
な
兵
民
一
致
の
徴
兵
制
と
し
て
「
府
兵
制
」
像
を
描
く
こ
と
で
、
こ
の
疑
問
に
答

え
た
。
し
か
し
、
北
朝
期
の
「
府
兵
制
」
が
兵
民
分
離
の
拭
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
気
賀
淳
保
規
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
し
、

か
つ
谷
川
遁
雄
氏
は
、

(
3
)
 

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
漬
口
氏
の
兵
民
一
致
の
徴
兵
制
説
は
、
賓
質
的
に
崩
壊
し
た
と
い
っ
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
4
)
 

と
こ
ろ
が
一
方
で
、
渡
遺
信
一
郎
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
北
貌
以
降
、
唐
代
開
元
年
間
に
い
た
る
ま
で
、
編
戸
百
姓
が
征
戊
・
防
人
の
軍
役
を

一
見
完
全
な
兵
民
一
致
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
唐
の
「
府
兵
制
」
も
、
兵
民
分
離
の
延
長
線
上
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
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負
捨
し
績
け
て
お
り
、

一
貫
し
て
兵
民
一
致
の
樫
制
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
、
兵
民
一
致
と
分
離
の
い
ず
れ
が
正
し
い
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
兵
民
一
致
・
分
離
の
観
貼
と
並
ん
で
研
究
者
の
理
解
が
分
か
れ
る
の
が
、
「
府
兵
制
」
に
お
け
る
胡
族
的
要
素
と
漢
族
的
要
素
を
ど
う
見

(
5
)
 

る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
陳
寅
悟
氏
は
、
西
貌
期
の
「
府
兵
制
」
を
鮮
卑
の
部
族
制
時
代
の
遺
制
と
推
定
さ
れ
た
が
、
川
本
芳
昭
氏
も

(

6

)

(

7

)

 

こ
の
読
を
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
陳
氏
の
説
は
、
漬
口
氏
に
「
徐
り
に
決
心
意
な
る
解
稗
」
と
批
判
さ
れ
、
谷
雰
光
氏
も
批
判
的
な
見
解
を

(
8
)
 

と
ら
れ
る
が
、
菊
池
英
夫
氏
は
そ
の
谷
氏
に
お
い
て
も
な
お
鮮
卑
的
要
素
の
過
重
視
が
残
る
と
し
て
、
漢
族
的
停
統
を
か
な
り
重
く
見
ら
れ
て

い
る
。
讐
方
の
認
識
の
隔
た
り
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
兵
民
一
致
か
分
離
か
、
胡
族
的
か
漢
族
的
か
と
い
う
観
黙
に
、
爾
者
の
折
衷
と
い
う
立
場
も
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ

る
だ
け
で
都
合
九
通
り
の
見
解
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
厄
大
な
研
究
成
果
が
生
み
出
さ
れ
な
が
ら
、
未
だ
に
異
論
が
絶
え
な
い
ゆ
え
ん

用
語
は
、
同
制
度
が
賓
施
さ
れ
た
と
い
う
西
貌
大
統
中
か
ら
唐
天
賓
年
聞
に
い
た
る
二
百
年
の
長
き
に
わ
た
り
、

(
9
)
 

さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
か
つ
て
筆
者
が
論
じ
た
よ
う
に
、
「
府
兵
制
」
と
は
、
後
世
に
な
っ
て
様
々
な
思
惑
の
も
と
に
、
「
兵
民
一
致
の
理
想
的

一
度
と
し
て
記
録
に
書
き
残

32 

で
あ
る
が
、
こ
の
困
難
さ
に
拍
車
を
掛
け
て
い
る
の
が
、
「
府
兵
制
」
と
い
う
用
語
白
樫
が
抱
え
る
問
題
で
あ
る
。
賓
は
「
府
兵
制
」
と
い
う

な
兵
制
」
と
し
て
仮
想
・
担
造
さ
れ
た
用
語
・
概
念
で
あ
り
、
そ
の
制
度
的
系
譜
が
西
貌
ま
で
意
圃
的
に
、
遡
ら
さ
れ
て
今
日
に
い
た
っ
た
も
の

な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
敢
え
て
極
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
「
府
兵
制
」
な
ど
と
い
う
制
度
は
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
無
篠
件
の
前
提
と
し
て
き
た
先
行
研
究
は
、
そ
の
出
護
黙
に
お
い
て
大
き
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、

そ
も
そ
も
「
某
々
制
」
と
呼
栴
さ
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
軍
制
・
兵
制
が
、
首
該
時
代
に
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
、
も
し

あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
制
度
の
賓
態
は
ど
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
本
質
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
直
し
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。



二
十
四
軍
と
郷
兵

陪
唐
帝
圃
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
っ
た
「
府
兵
制
」
は
、
西
貌
の
二
十
四
軍
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
兵
力
は
、
鮮
卑
北
族
系
軍
士
の
流
入
が

少
な
か
っ
た
西
貌
・
北
周
で
は
、
闘
臨
の
漢
族
郷
兵
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
と
い
う
桁
ま
ず
こ
の
一
般
的
な
理
解
か
ら
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
府
兵
制
」
の
用
例
が
、
そ
の
賓
施
時
期
に
関
わ
る
史
料
中
に
一
切
見
首
た
ら
な
い
の
と
異
な
り
、
「
二
十
四
軍
」
は
各
種
史
料
に
散
見
さ

二
十
四
軍
制
と
呼
ば
れ
る
べ
き
軍
制
が
同
時
代
に
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
関
連
史
料
で
最
も
重
要
詞
附
さ
れ
て
き

た
の
が
、
『
周
童
日
』
巻
十
六
末
尾
の
史
臣
日
候
と
『
北
史
』
巻
六

O
末
尾
の
論
日
伎
で
あ
る
。
紙
幅
の
闘
係
で
引
用
は
省
略
す
る
が
、
同
史
料

(
日
)

に
閲
し
て
は
、
前
島
佳
孝
氏
が
唐
室
の
租
の
李
虎
を
め
ぐ
る
序
列
の
改
寵
を
摘
示
し
、
山
下
将
司
氏
が
「
八
柱
国
家
」
と
い
う
概
念
の
唐
初
に

(

川

崎

)

(

は

)

お
け
る
担
遣
を
論
誼
す
る
な
ど
、
諸
氏
に
よ
る
詳
細
な
検
討
を
経
た
い
ま
、
西
貌
期
の
賓
態
を
停
え
る
史
料
と
し
て
の
信
恵
性
は
、
ほ
ほ
失
わ

れ
た
と
い
っ
て
良
い
。
そ
こ
で
史
臣
日
係
・
論
日
僚
は
除
外
し
、
そ
の
他
の
史
料
に
よ
っ
て
二
十
四
軍
制
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

れ
る
の
で
、

二
十
四
軍
制
の
起
源
は
、
『
周
主
目
』
巻
二
、
丈
帝
紀
下
、
大
統
三
(
五
三
七
)
年
八
月
の
僚
に
、
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太
組
(
字
文
泰
)
、
李
弼
・
濁
孤
信
・
梁
禦
・
趨
貴
・
子
謹
・
若
干
恵
・
恰
峯
・
劉
亮
・
王
恵
・
侯
莫
陳
崇
・
李
遠
・
達
実
武
等
の
十
二
将

を
率
い
て
東
伐
す
。

と
あ
る
宇
丈
泰
直
属
の
十
二
軍
に
、
遡
る
で
あ
ろ
う
。
『
周
童
日
」
巻
十
一
、
耳
目
蕩
公
(
宇
文
)
護
停
に
、

み
な

太
組
の
丞
相
と
矯
り
て
白
り
、
左
右
十
二
軍
を
立
て
、
総
べ
て
相
府
に
属
す
。
太
租
の
崩
ぜ
し
後
、
比
白
護
の
庭
分
を
受
け
、
凡
そ
徴
護
す

る
所
、
護
の
書
に
非
ざ
れ
ば
行
わ
れ
ず
。
護
の
第
の
屯
兵
・
禁
衛
は
、
宮
閥
於
り
盛
ん
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、

二
十
四
軍
は
「
左
右
十
二
軍
」
と
も
稽
さ
れ
て
お
り
、
名
稽
上
の
閲
連
も
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
宇
丈
泰
浸
後
、
こ

の
左
右
十
二
軍
H

二
十
四
軍
を
宇
丈
護
が
櫨
承
し
、
こ
れ
が
宇
丈
護
専
権
の
基
盤
と
な
っ
た
。
ま
た
、
『
周
童
日
」
巻
三
、
孝
閏
帝
紀
、
孝
閲
帝
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元
(
五
五
七
)
年
八
月
甲
午
の
詔
に
、
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そ

お

さ

帝
王
の
天
下
を
治
む
る
や
、
博
く
衆
才
を
求
め
、
以
て
一
駄
の
民
を
父
め
弗
る
同

L
。
今
、

二
十
四
軍
、
宜
し
く
賢
良
に
し
て
民
を
治
む
る

に
堪
う
る
者
を
奉
げ
、
軍
ご
と
に
九
人
を
列
す
べ
し
。
畢
げ
ら
る
る
の
人
、
後
に
於
い
て
一
放
の
任
に
稽
わ
ざ
れ
ば
、
奉
ぐ
る
所
の
官
司
、

み
な皆

其
の
罪
を
治
め
よ
。

と
あ
る
よ
う
に
、

二
十
四
軍
は
北
周
に
受
け
継
が
れ
た
が
、
濁
自
に
人
材
の
登
用
が
固
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
る
と
、

一
般
の
州
郡
に

は
属
さ
な
い
、
特
殊
な
軍
事
集
圏
を
構
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
く
宇
文
護
停
に
、
保
定
二
一
(
五
六
三
)
年
の
北
斉
討
伐
に

つ
い
て
、日

疋
こ
に
於
い
て
二
十
四
軍
及
び
左
右
府
の
散
隷
、
及
び
秦
臨
巴
萄
の
兵
、
諸
蕃
圃
の
衆
二
十
高
人
を
徴
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
北
周
全
軍
に
お
け
る
主
力
の
地
位
を
占
め
て
い
た
が
、

そ
の
後
、
『
周
童
日
」
巻
五
、
武
帝
紀
上
、
建
徳
一
一
一
(
五
七
回
)
年
、
春

正
月
丙
子
の
僚
に
、

初
め
て
短
衣
を
服
し
、

ほ
し
い
ま
ま

二
十
四
軍
の
督
将
以
下
を
享
し
、
試
み
る
に
軍
旗
の
法
を
以
て
し
、
酒
を
縦
に
し
歓
を
蓋
く
さ
し
む
。
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と
あ
る
ほ
か
、
字
文
護
を
抹
殺
し
て
親
政
を
開
始
し
た
武
帝
が
、
二
十
四
軍
を
自
ら
掌
握
す
べ
く
、
「
講
武
」
や
「
大
閲
」
を
繰
り
返
し
賓
施

(
同
)

し
て
い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
、
二
十
四
軍
は
、
名
賓
と
も
に
皇
帝
の
直
属
軍
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

(
打
)

北
周
最
末
期
の
用
例
と
し
て
、
「
王
室
墓
誌
」
に
、

大
象
元
(
五
七
九
)
年
、
周
の
宣
帝
、
君
の
剖
割
に
稽
す
る
有
る
を
以
て
、
救
し
て
左
司
武
中
録
を
授
く
。
聖
上
(
楊
堅
)
時
に
左
司
武
大

将
軍
を
領
し
、
特
に
職
任
を
垂
る
。
作
相
の
初
め
、
皇
運
の
始
め
に
及
び
、
君
は
寄
を
心
腹
に
受
け
、
職
を
兵
機
に
参
じ
、
重
し
を
負
い

氷
を
飲
み
、
内
外
を
監
検
す
。
時
に
、
新
た
に
直
畳
府
を
置
き
、
周
朝
の
六
衛
井
ぴ
に
廿
四
軍
を
細
川
ぶ
る
に
、
君
の
股
肱
弼
幹
な
る
を
以

て
、
左
直
壷
府
司
録
を
授
く
。
開
皇
元
(
五
八
一
)
年
:
:
:
。

と
あ
る
よ
う
に
、
北
周
の
二
十
四
軍
の
統
轄
権
は
、
陪
の
丈
帝
楊
堅
の
手
に
落
ち
た
。
結
果
、

二
十
四
軍
の
機
構
と
官
員
と
は
、

ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
北
周
末
か
ら
陪
初
へ
と
受
け
継
が
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
『
陪
書
」
巻
二
八
、
百
官
志
下
に
、
陪
代
の
監
牧
の
制
を
惇
え
て
、



其
の
騨
騎
牧
及
び
二
十
四
軍
馬
牧
は
、
牧
毎
に
儀
同
及
び
尉
・
大
都
督
・
帥
都
督
等
の
員
を
置
く
。

と
あ
り
、
『
陪
童
日
」
巻
六
五
、
周
法
向
停
に
、
場
帝
の
検
林
行
幸
時
に
、
内
史
令
の
元
書
が
、

今
、
御
菅
の
外
、
請
う
ら
く
は
分
ち
て
二
十
四
軍
と
矯
し
、
:
:
:
千
里
絶
え
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
。

と
い
う
行
軍
方
法
を
燭
帝
に
勤
め
て
い
る
よ
う
に
、
二
十
四
軍
と
い
う
呼
稿
も
使
用
さ
れ
績
け
た
よ
う
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
で
も
鯖
れ
た

よ
う
に
、
「
府
兵
制
」
の
起
源
を
二
十
四
軍
制
に
求
め
る
の
は
、
史
料
的
に
問
題
の
あ
る

『
郭
侯
家
惇
』

で
は
じ
め
て
説
か
れ
た
後
世
の
附
舎

に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
無
批
判
に
踏
襲
し
て
、
二
十
四
軍
制
が
「
府
兵
制
」
に
護
展
し
た
な
ど
と
考
え
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
く
、

二
十
四
軍

は
あ
く
ま
で
二
十
四
軍
と
し
て
陪
に
継
承
さ
れ
た
と
理
解
し
て
お
け
ば
良
い
と
思
わ
れ
る
。

つ
づ
い
て
、
こ
の
二
十
四
軍
を
構
成
し
た
兵
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
西
貌
成
立
首
初
に
宇
丈
泰
が
結
集
し
得
た
直
属
部
隊
は
、
せ
い

(

川

崎

)

ぜ
い
二
一
再
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
な
け
な
し
の
兵
力
も
、
大
統
九
(
五
四
三
)
年
の
叩
山
の
戦
い
で
大
敗
、
壊
滅
し
て
し
ま

っ
た
。
か
く
て
早
急
に
中
央
直
属
軍
を
再
編
す
る
、
必
要
に
迫
ら
れ
た
宇
丈
泰
が
採
っ
た
方
策
が
、
「
周
童
日
』
巻
二
、
丈
帝
紀
下
、
大
統
九
年
三
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月
の
僚
に
、

と
あ
る
、 是

こ
に
於
い
て
唐
く
闘
臨
の
豪
右
を
募
り
、
以
て
軍
放
を
増
す
。

い
わ
ゆ
る
「
麿
募
豪
右
」
政
策
と
、
『
周
書
』
巻
二
三
、
蘇
椿
停
に
、

(
大
統
)
十
四
(
五
四
八
)
年
、
首
州
に
郷
帥
を
置
く
に
、
郷
望
の
衆
心
に
允
首
す
る
に
非
ざ
る
白
り
は
、
罵
れ
を
預
か
る
を
得
ず
。
乃
ち

騨
を
し
て
椿
を
追
い
て
郷
兵
を
領
せ
し
む
。

(
凶
)

と
あ
る
ほ
か
、
史
料
に
散
見
す
る
「
統
領
郷
兵
」
政
策
で
あ
っ
た
。
谷
川
這
雄
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
「
康
募
豪
右
」
を
通
じ
て
募
ら
れ

た
群
小
豪
族
土
蒙
右
達
の
統
率
す
る
小
部
隊
が
、
そ
の
後
の
「
統
領
郷
兵
」
で
、
よ
り
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
各
地
の
郷
帥
を
中
心
に
整
理
・

統
合
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
郷
兵
部
隊
が
二
十
四
軍
へ
と
編
成
さ
れ
た
と
い
う
が
、
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
、

二
十
四
軍
の
兵
力
を
構
成
し
た
と
さ
れ
る
郷
兵
を
始
め
、
北
朝
後
期
に
活
躍
し
た
義
徒
・
義
衆
な
ど
と
呼
ば
れ
た
在
地
の
軍
事
集
圏
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い
ま
そ
れ
ら
も
参
考
に
し
て
賓
例
を
示
せ
ば
、
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は

三
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
①
時
間
的
な
側
面
、
②
地
域
的
な
側
面
、
③
種
族
的
な
側
面
に
お
け
る
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
初
)

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
。

ま
ず
①
時
間
的
側
面
と
し
て
、
軍
事
集
圏
の
結
集
が
、
「
贋
募
豪
右
」
「
統
領
郷
兵
」
が
賓
施
さ
れ
た
大
統
年
間
後
半
期
に
限
ら
ず
、
前
後
の

長
期
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
賓
は
、
宇
丈
泰
に
よ
る
兵
力
募
集
は
、
『
周
童
日
」
巻
一
、
丈
帝
紀
上
、
、
水
阻
出
二
(
五
三
四
)

年
の
僚
に
、

太
租
乃
ち
搬
を
方
鎖
に
惇
え
て
日
く
:
:
:
、
並
び
に
宜
し
く
逆
を
拾
て
順
に
蹄
し
、
殺
を
軍
門
に
立
つ
る
べ
し
。
封
賞
の
科
、
己
に
別
格

有
り
。
凡
百
の
君
子
、
勉
め
ざ
る
べ
け
ん
や
、
と
。
太
班
、
諸
終
に
謂
い
て
日
く
:
:
:
、
王
黒
、
甲
士
一
高
を
率
い
て
、
先
に
華
州
に
操

る
:
・
:
・
、
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
西
貌
建
園
以
前
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
『
周
書
』
巻
十
八
、
王
罷
停
に
、

を
請
い
、
遂
に
大
都
督
と
矯
り
、
華
州
に
鋸
す
。
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京
兆
覇
城
の
人
:
:
:
、
世
々
州
郡
の
著
姓
と
矯
る
:
:
:
。
太
租
の
兵
を
徴
し
て
勤
王
の
翠
を
矯
す
に
属
ぴ
、
前
駆
し
て
命
を
殺
さ
ん
こ
と

と
あ
る
よ
う
に
、
「
勤
王
の
畢
」
の
大
義
名
分
ゆ
え
か
、
こ
れ
に
麿
じ
る
在
地
の
有
力
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
『
周
書
」
巻
二
八
、

権
景
宣
停
に
、
大
統
一
一
一
(
五
三
七
)
年
頃
の
こ
と
と
し
て
、

乃
ち
太
租
の
書
を
偶
作
し
、
招
募
し
て
五
百
能
人
を
得
、
宜
陪
に
保
擦
し
、
大
軍
績
き
至
る
と
聾
言
す
。

と
あ
り
、
『
周
書
』
巻
三
回
、
楊
樹
停
に
、

や
は
り
大
統
初
頃
の
こ
と
と
し
て
、

b
i

。

義
徒
の
背
叛
す
る
を
恐
れ
、
遂
に
俄
り
て
太
租
の
室
田
を
矯
り
、
人
を
遣
わ
し
て
外
従
り
迭
り
来
た
る
者
の
若
く
し
、
巳
に
軍
を
遣
わ
し
て

四
這
よ
り
援
け
に
赴
く
と
云
わ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
宇
丈
泰
か
ら
の
勧
誘
の
書
簡
を
偶
遣
し
て
(
事
賓
、
書
簡
が
下
さ
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
)
、
義
徒
を
結
集
し
、

西
貌
に
款
み
を
通
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
、
『
周
童
日
」
巻
二
、
丈
帝
紀
下
、
大
統
三
年
八
月
の
僚
に
、
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※
「
郷
兵
」
「
義
徒
」
及
び
類
似
の
例
の
み
奉
げ
た
。
こ
れ
ら
明
確
な
表
現
を
用
い
な
く
て
も
在
地
で
軍
事
集
圏
が
結
集
さ
れ
て
い
る
例
は
多
数
あ
る
が
、
こ
の
表
に
は
示
し
て
い
な
い
。

※
地
理
恒
分
は
、
王
仲
経
『
北
周
地
理
志
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八

O
年
)
に
従
う
が
、
「
河
北
」
の
み
支
配
状
況
に
鑑
み
て
「
河
東
」
と
表
記
す
る
。

※
丸
括
弧
内
は
川
典
で
、
「
周
L

は
「
周
童
H

」
、
「
陪
」
は
『
陪
圭
口
』
の
略
続
、
数
字
は
中
華
書
局
本
の
頁
数
。
「
墓
誌
」
は
蛍
該
人
物
の
墓
誌
を
指
す
が
、
逐
一
川
典
は
示
さ
な
い
。

37 
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み
な

日
疋
こ
に
於
い
て
宜
陽
・
部
郡
山
官
来
た
り
蹄
附
す
。
是
よ
り
先
、
河
南
の
豪
傑
は
多
く
兵
を
衆
め
て
東
親
に
慮
ず
る
も
、
是
こ
に
至
り
て

各
々
所
部
を
率
い
て
来
降
す
。

と
あ
る
河
南
の
「
豪
傑
」
の
「
所
部
を
率
い
て
」
の
大
量
時
順
で
あ
っ
た
。
表
1
に
奉
げ
た
賓
例
を
敢
え
て
み
る
と
、
在
地
の
軍
事
集
園
の
主

要
な
結
集
・
活
動
地
域
は
、
「
唐
募
豪
右
」
政
策
の
封
象
と
さ
れ
た
闘
中
・
臨
右
(
全
十
二
例
)
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
河
南
・
河
東
(
全
二

O
例
)
の
方
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
が
、
②
地
域
的
な
側
面
か
ら
見
た
特
徴
と
し
て
、
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
酷
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
河
南
・
河
東
の
軍
事
集
圏
は
、
自
費
的
な
性
質
が
よ
り
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
貼
で
、
「
贋
募
豪
右
」
「
統
領
郷
兵
」

に
件
い
組
織
さ
れ
た
開
院
の
郷
兵
集
固
と
は
一
線
を
書
一
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
は
、
上
に
見
た
王
需
の
謹
言
と
し
て
、

『
周
主
目
』
巻
十
八
、
王
罷
…
停
に
、

(
大
統
三
年
頃
)
若
し
茄
茄
、
謂
北
に
至
ら
ぱ
、
王
黒
、
郷
里
を
率
い
て
自
ら
之
れ
を
破
り
、
国
家
の
兵
馬
を
煩
わ
さ
ざ
ら
ん
。
何
濡
れ
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ぞ
天
子
城
中
に
て
、
遂
に
此
の
如
き
驚
動
を
作
す
や
・
:

と
あ
る
よ
う
に
、
「
園
家
の
兵
馬
」
(
中
軍
U

の
ち
の
二
十
四
軍
)
と
は
別
個
の
、

い
わ
ば
外
軍
の
民
間
義
勇
兵
的
存
在
だ
っ
た
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
王
罷
…
が
豪
語
し
た
よ
う
に
、
そ
の
「
郷
里
」
の
賓
力
は
相
首
に
強
く
、
賓
際
、
印
山
の
戦
い
の
前
後
を
通
じ
て
、
封
束
貌
・
北
斉
戦
の

主
力
を
捨
っ
て
い
た
の
は
、
河
東
・
河
南
の
在
地
勢
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
中
外
軍
が
ま
っ
た
く
浸
交
渉
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
『
周
書
』
巻
三
六
、
司
馬
荷
停
に
、

大
統
三
年
、
大
軍
の
弘
農
を
復
す
る
や
、
乃
ち
温
城
に
於
い
て
起
義
し
、
清
一
使
迭
款
す
:
:
:
。
此
白
り
頻
り
に
東
貌
と
交
戦
し
、
毎
に
克

獲
す
る
有
り
:
:
:
。
八
(
五
回
二
)
年
、
其
の
義
衆
を
率
い
て
入
朝
す
。
太
組
之
れ
を
嘉
し
、
特
に
賞
勢
を
蒙
る
。
頃
之
、
河
内
に
て
四

千
絵
家
の
蹄
附
す
る
有
り
て
、
並
び
に
喬
の
郷
奮
な
れ
ば
、
乃
ち
前
将
軍
・
太
中
大
夫
を
授
け
、
河
内
郡
守
を
領
せ
し
め
、
流
民
を
安
集

せ
し
む
:
:
:
。
十
五
(
五
四
九
)
年
(
後
出
「
司
馬
育
神
遁
碑
」
は
十
三
年
に
作
る
)
、
太
組
、
山
東
の
立
義
の
諸
将
等
に
令
し
て
能
く
衆
を
率



い
て
入
閲
す
る
者
に
、
並
び
に
重
賞
を
加
、
っ
。
育
、
戸
千
室
を
領
し
て
先
に
至
り
、
太
租
以
て
育
を
封
ぜ
ん
と
欲
す
。
育
、
固
辞
し
て
日

す

み

な

こ

れ

く
、
立
義
の
士
、
郷
里
を
辞
し
、
親
戚
を
掲
て
、
遠
く
皇
化
に
蹄
す
る
は
、
山
品
目
是
誠
心
よ
り
内
に
設
す
。
山
豆
に
育
の
能
く
之
れ
を
率
い
ん

や
。
今
以
て
育
を
封
ず
る
は
、
便
ち
是
義
士
を
責
り
て
以
て
築
を
求
む
る
な
れ
ば
、
願
、
つ
所
に
非
ざ
る
な
り
、
と
。
太
租
善
し
と
し
て
之

れ
に
従
う
。
帥
都
督
を
授
け
、
其
の
妻
元
に
拝
し
て
裏
城
郡
公
主
と
矯
す
。
十
六
(
五
五
O
)
年
、
大
軍
東
伐
す
る
や
、
商
、
前
鋒
と
宿

る
を
請
う
:
:
:
。
貌
廃
帝
一
冗
(
五
五
二
)
年
、
喬
を
徴
し
、
本
兵
を
以
て
漠
中
に
鎮
せ
し
む
:
:
:
。
尋
い
で
所
部
の
兵
を
率
い
て
尉
遅
過

に
従
い
て
置
を
伐
ち
:
:
:
。

と
あ
る
よ
う
に
、
字
文
泰
は
河
南
・
河
東
の
義
徒
・
義
衆
を
入
闘
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
か
れ
ら
を
闘
中
に
集
園
移
住
さ
せ
、
二
十
四
軍
に

(
幻
)

編
入
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
麿
じ
た
司
馬
育
と
そ
の
配
下
は
、
遠
く
漢
中
・
四
川
征
討
に
も
従
軍
し
て
お
り
、
文
字
通
り
「
郷
里

を
辞
し
、
親
戚
を
指
て
」
て
、
「
在
朝
四
十
一
年
、
身
は
一
百
飴
戟
を
経
」
(
『
庚
子
山
集
』
巻
十
三
「
司
馬
商
榊
這
碑
」
)
、
「
在
戎
四
十
二
年
、
身

(
幻
)

は
六
十
九
戟
を
経
」
(
同
巻
十
五
「
司
馬
育
墓
誌
銘
」
)
と
あ
る
戦
い
に
つ
ぐ
戟
い
の
日
々
を
迭
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
同
じ
よ
う
な
在
地
の
軍
事
集
圏
の
移
住
と
轄
戟
の
事
賓
を
う
か
が
わ
せ
る
も
う
一
つ
の
史
料
に
、
『
周
圭
日
』
巻
三
三
、
超
調
停
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の
記
事
が
あ
る
。

大
統
九
(
五
四
三
)
年
、
凶
大
軍
、
律
を
叩
山
に
失
う
や
、
清
水
底
曾
の
李
鼠
仁
、
軍
白
り
逃
げ
還
り
、
険
に
患
き
て
乱
を
作
す
:
:
:
。

利
、
鼠
仁
に
見
え
、
臨
す
に
禍
一
唱
を
以
て
す
:
:
:
。
鼠
仁
感
悟
し
、
遂
に
相
率
い
て
降
る
:
:
:
。
東
秦
州
刺
史
の
貌
光
、
倒
因
り
て
其
の

豪
帥
四
十
飴
人
井
び
に
部
落
を
華
州
に
徒
す
や
、
太
租
印
ち
潤
を
以
て
都
督
と
矯
し
之
れ
を
領
せ
し
む
:
:
:
。
十
五
(
五
四
九
)
年
、
安

夷
郡
守
を
奔
し
、
長
馳
鎮
将
を
帯
ぶ
。
尽
族
荒
佐
伯
に
し
て
、
世
々
難
治
と
競
す
る
も
、
一
組
の
威
懐
す
る
に
曜
を
以
て
す
る
や
、
悦
服
せ
ざ

ね
が

る
莫
し
。
期
歳
の
後
、
軍
に
従
う
を
印
刷
末
、
つ
者
千
絵
人
。
帥
都
督
を
加
授
す
。
時
に
軍
機
に
層
ぴ
、
的
科
護
切
急
な
れ
ば
、
思
情
之
れ
に
難

し
み
、
復
た
相
率
い
て
謀
叛
す
:
:
:
。
現
自
ら
抜
擢
せ
ら
れ
て
将
帥
の
任
に
居
る
を
以
て
、
心
を
傾
け
士
に
下
る
。
正
也
・
売
を
虜
獲
し
、

み
な

撫
し
て
之
れ
を
使
う
や
、
比
白
羽
山
の
矯
に
圭
…
出
力
す
。
太
租
常
に
日
わ
く
、
圃
家
の
士
馬
を
煩
わ
さ
ず
し
て
能
く
正
・
売
を
威
服
す
る
者
は
、
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超
利
之
れ
有
り
、
と
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
越
却
が
「
圃
家
の
士
馬
」
の
軍
事
力
に
よ
ら
ず
服
属
さ
せ
た
正
・
売
は
、
凶
叩
山
の
戟
い
以
前
か
ら
宇
丈
泰
庭
下

に
参
じ
て
い
た
が
、
の
ち
に
倒
豪
帥
の
率
い
る
部
落
ご
と
華
州
(
大
統
三
年
末
l
四
年
初
に
宇
文
泰
が
謝
府
を
聞
き
、
そ
の
後
自
ら
も
常
駐
し
た
二
十

四
軍
の
本
援
船
一
に
徒
さ
れ
て
、
中
央
直
属
軍
に
編
入
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
匂
」
う
し
た
正
・
売
に
封
す
る
軍
役
の
「
科
護
」
が
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
事
賓
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
が
、
③
種
族
的
側
面
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
注
目
し
た
い
貼
で
あ
る
。

前
掲
の
表
1
に
登
場
す
る
在
地
の
軍
事
集
園
の
う
ち
、
河
南
の
欄
に
血
卒
、
げ
た
上
洛
豊
邑
の
泉
氏
(
泉
企
・
泉
元
櫨
・
泉
仲
逢
父
子
)
は
、
正
史

(
社
)

中
に
も
巴
夷
出
身
と
記
さ
れ
る
豪
族
で
あ
る
。
同
じ
く
陽
猛
も
、
非
漢
族
と
見
て
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
編
纂
史
料
か
ら
も

複
数
の
賓
例
を
畢
げ
得
る
が
、
検
索
の
封
象
を
属
げ
て
石
刻
史
料
も
見
て
い
く
と
、
こ
う
し
た
非
漢
族
軍
事
集
園
の
存
在
が
い
っ
そ
う
浮
き
彫

り
に
な
る
。
例
え
ば
馬
長
書
氏
は
、
北
族
・
呂
・
売
な
ど
の
諸
族
が
入
り
乱
れ
て
活
動
す
る
闘
中
の
生
々
し
い
賓
態
を
、
碑
刻
史
料
を
通
じ
て

(
お
)

再
現
し
て
い
る
が
、
乗
平
充
明
氏
は
、
馬
氏
も
取
り
上
げ
た
「
北
周
建
懐
三
年
建
崇
土
寸
造
像
記
」
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
、
秦
州
略
陽
尽
の
豪
族

日
氏
に
封
し
て
、
西
貌
・
北
周
政
権
が
賜
姓
等
の
恩
典
を
輿
え
て
彼
ら
を
取
り
込
み
、
部
族
的
形
態
を
維
持
し
た
ま
ま
軍
事
力
と
し
て
利
用
し
、

(
お
)

か
つ
呂
瑞
な
る
人
物
が
「
二
十
四
軍
判
事
」
(
『
院
右
金
石
録
』
所
取
「
関
皇
八
年
目
瑞
墓
誌
銘
」
)
と
し
て
従
軍
し
た
事
賓
を
解
明
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)

ま
た
毛
漢
光
氏
も
、
「
由
民
募
豪
右
」
の
主
な
封
象
は
闘
中
の
充
足
部
落
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
毛
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
限

(
お
)

定
で
き
る
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
が
、
次
節
で
も
鰯
れ
る
よ
う
に
、
出
土
が
相
次
ぐ
墓
誌
史
料
に
よ
り
ソ
グ
ド
人
軍
圏
の
存
在
ま
で
が
知
ら
れ

(
m
U
)
 

る
よ
う
に
な
っ
た
い
ま
、
非
漢
族
軍
事
集
園
の
虞
範
な
存
在
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
二
十
四
軍
制
は
「
胡
漢
融
合
」
の
制
度
と
普
通
理
解
さ

れ
て
い
る
が
、
文
字
面
に
引
き
ず
ら
れ
て
昔
然
そ
の
過
竿
を
漢
族
郷
兵
部
隊
が
占
め
、
主
力
と
な
っ
た
と
考
え
て
し
ま
う
と
、
「
通
典
』
巻
二

0
0
、
連
防
典
十
六
に
、

か

き

ね

し

か

き

周
・
斉
、
騎
を
以
て
戦
う
毎
に
、
夏
人
を
駆
り
て
内
の
簸
と
塙
し
、
詫
り
て
日
く
、
首
に
漢
の
狗
を
釧
り
馬
を
飼
う
べ
し
、
万
は
漢
の

狗
の
頭
を
刈
る
べ
く
し
て
、
草
を
刈
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
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と
あ
る
よ
う
な
、
恐
る
べ
き
賓
態
か
ら
遠
の
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
「
夏
人
」
の
兵
士
に
闘
わ
る
の
が
、
『
陪
童
日
」
巻
二
四
、
食
貨
志
に
、

建
徳
三
(
五
七
四
)
年
、
軍
士
を
改
め
て
侍
官
と
矯
し
、
百
姓
を
募
り
て
之
れ
に
充
て
、
其
の
牒
籍
を
除
く
。
是
よ
り
後
、
夏
人
半
ば
兵

と
矯
れ
り
。

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
史
料
は
、
『
周
書
』
巻
五
、
武
帝
紀
上
、
建
徳
三
年
十
二
月
の
候
に
、

刑
・
裏
・
安
・
延
・
夏
五
州
の
栂
管
内
に
詔
し
て
、
能
く
率
募
し
従
軍
す
る
者
有
ら
ば
、
官
を
授
く
る
こ
と
各
々
差
有
り
。
其
の
貧
下
戸

は
、
給
復
す
る
こ
と
三
年
。
丙
申
、
諸
軍
の
軍
士
を
改
め
て
並
び
に
侍
官
と
潟
す
。

と
あ
る
の
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
建
徳
三
年
に
兵
力
の
大
幅
な
擦
充
、
特
に
夏
人
を
封
象
と
し
た
郷
兵
卒
募
形
式
に
よ
る
大
量
増
募
が
行
わ
れ
、

彼
ら
が
軍
籍
に
附
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
皇
帝
の
栄
誉
あ
る
軍
士
と
し
て
「
侍
官
」
の
稽
披
を
輿
え
ら
れ
た
と
解
稗
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
見

る
と
こ
ろ
、
す
べ
て
が
郷
兵
結
集
と
い
う
形
を
取
っ
た
も
の
か
、
こ
の
時
に
そ
れ
ほ
ど
の
兵
力
増
強
が
矯
さ
れ
た
も
の
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
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「
夏
人
半
ば
兵
と
矯
れ
り
」
と
い
う
の
は
、
財
政
的
観
貼
に
立
つ
食
貨
志
撰
者
な
ら
で
は
の
か
な
り
大
げ
さ
な
表
現
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
誇

張
で
は
あ
っ
て
も
虚
構
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
建
徳
三
年
の
雨
史
料
か
ら
は
、
北
周
末
の
時
酷
で
も
郷
兵
結
集
方
式
に
よ
る
集
兵
が
行

わ
れ
績
け
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
「
夏
人
」
の
大
量
参
入
以
前
に
は
、
逆
に
「
夏
人
」
以
外
の
胡
人
と
目
さ
れ
る
者
達
が
、
む
し
ろ
主
力
を
占

め
て
い
た
事
賓
を
誼
み
取
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

二
十
四
軍
H

鮮
卑
部
落
兵
制
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
北
朝
後
期
に
活
躍
し
た
在
地
の
軍
事
集
圏
は
、
①
時
間
的
に
も
、
②
地
域
的
に
も
、
③
種
族
的
に
も
極
め
て
多
様
な
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存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
二
十
四
軍
と
は
結
局
北
鎮
・
闘
臨
の
郷
兵
集
圏
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
統
合
し
た
も
の
」
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

(
出
)

る
が
、
で
は
二
十
四
軍
と
は
各
種
軍
事
集
圏
の
車
な
る
寄
せ
集
め
、
烏
合
の
衆
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
か
く
も
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雑
多
な
集
圏
を
も
っ
て
園
軍
の
主
力
と
す
る
困
難
さ
と
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
補
完
措
置
と
し
て
、
配
下
の
軍
人
の
恋
意
的
な
取
り
扱
い
を
禁

(
沈
)

じ
、
所
属
部
隊
の
勝
手
な
愛
更
を
許
さ
な
い
等
、
集
圏
維
持
の
た
め
の
各
種
法
制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
で
は
、
な

ぜ
そ
こ
ま
で
し
て
こ
う
し
た
盟
制
を
取
っ
た
の
か
と
い
え
ば

一
つ
に
は
豪
族
の
在
地
に
お
け
る
規
制
力
に
頼
ら
な
け
れ
ば
兵
力
の
結
集
が
で

き
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
他
に
選
捧
肢
が
な
か
っ
た
と
す
る
理
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
昔
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
西
貌
・
北

(
お
)

周
で
は
丁
兵
制
と
し
て
一
般
編
戸
か
ら
の
力
役
・
軍
役
徴
護
が
確
か
に
行
わ
れ
て
お
り
、
敢
え
て
郷
兵
結
集
方
式
を
採
用
し
て
い
る
と
理
解
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

在
地
の
軍
事
集
圏
と
い
う
の
は
、
混
乱
期
に
郷
里
防
衛
な
ど
を
目
的
と
し
て
自
然
護
生
的
に
出
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
吐
命
日
情
勢
が
安
定
に

向
か
う
に
つ
れ
、
む
し
ろ
固
家
の
支
配
の
貫
徹
に
抵
鰯
す
る
存
在
と
し
て
、
解
散
な
い
し
活
動
を
制
限
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

(
泊
)

れ
る
。
と
こ
ろ
が
逆
に
、
こ
れ
を
も
っ
て
国
軍
の
中
核
を
形
成
し
、
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
・
設
展
を
圃
っ
た
と
い
う
の
は
、
相
首
に

特
殊
な
現
象
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
賄
こ
そ
が
二
十
四
軍
制
の
、

ひ
い
て
は
西
貌
・
北
周
の
一
大
特
徴
な
の
で
あ
る
か
ら
、
嘗
然
そ
こ
に
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は
積
極
的
な
理
由
が
見
い
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
西
貌
・
北
周
は
、
北
貌
孝
文
帝
以
来
の
漢
化
政
策
と
、
こ
れ
に
反
封
し
た
六
鎮
の
乱
後
の
混
乱
の
中
で
成
立
し
た
鮮
卑
色
濃
厚
な

政
権
で
あ
っ
た
。
孝
丈
帝
以
降
も
、
北
鎮
一
帯
で
は
強
固
に
維
持
さ
れ
た
胡
族
の
惇
統
と
、
漢
族
の
惇
統
と
が
ど
う
闘
わ
り
、
ま
た
は
止
揚
さ

れ
て
、
新
た
な
園
家
な
り
一
吐
舎
な
り
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
が
こ
の
時
代
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
の
基
本
的
な
覗
座
の
一
つ
と
な
ろ
う

が
、
あ
る
い
は
最
も
鮮
卑
北
族
流
で
良
い
部
分
が
、
北
中
園
で
の
彼
ら
の
活
動
を
長
く
支
え
て
き
た
力
の
根
源
た
る
軍
事
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
事
賓
、
「
武
帝
嘗
て
雲
陽
宮
に
於
い
て
鮮
卑
語
を
作
し
草
臣
に
謂
い
て
云
く
・
:
・
:
、
一
脚
武
公
花
豆
陵
毅
答
え
て
日
く
:
:
:
」
(
『
陪
書
』

『
陪
童
日
」
巻
三
二
、
一
経
籍
志
に
「
鮮
卑
競
令
一
巻
、
周
武
帝

(
お
)

撰
」
が
著
録
さ
れ
、
ま
た
西
貌
・
北
周
軍
兵
士
が
、
鮮
卑
語
で
歌
わ
れ
る
「
簸
濯
、
週
歌
」
系
軍
印
刷
訴
を
高
唱
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
見
て
、

多
民
族
か
ら
な
る
西
貌
・
北
周
軍
隊
内
部
で
は
、
鮮
卑
語
が
公
用
語
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
二
十
四
軍
の
高
級
将
領
は
一

巻
四
二
、
李
徳
林
停
)
と
あ
る
よ
う
に
、
皇
帝
と
輩
臣
が
鮮
卑
語
で
語
り
合
い
、



(
お
)

貫
し
て
鮮
卑
北
族
系
出
身
者
が
占
め
、
漢
族
人
士
と
の
聞
に
は
明
ら
か
に
昇
進
に
お
け
る
差
別
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
二
十
四
軍
兵
士

は
蕃
漢
問
わ
ず
に
共
通
・
共
感
で
き
る
郷
兵
率
募
形
式
に
よ
っ
て
結
集
さ
れ
た
が
、
郷
兵
統
率
者
の
多
く
に
宇
丈
な
ど
の
胡
姓
が
輿
え
ら
れ
、

『
周
主
目
』
巻
二
、
丈
帝
紀
下
、
貌
恭
帝
元
(
五
五
四
)
年
の
僚
に
、

貌
氏
の
初
め
、
園
三
十
六
、
大
姓
九
十
九
を
統
ぶ
。
後
に
多
く
絶
滅
す
。
是
こ
に
至
り
、
諸
将
の
功
高
き
者
を
以
て
、
三
十
六
園
の
後
と

矯
し
、
次
功
の
者
を
九
十
九
姓
の
後
と
潟
す
。
統
ぶ
る
所
の
軍
人
も
亦
、
改
め
て
其
の
姓
に
従
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
配
下
の
軍
人
も
主
人
の
姓
に
従
う
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
賜
姓
・
改
姓
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
確
な
部
分
も
蔑
さ
れ

(
幻
)

て
い
る
が
、
こ
の
軍
人
改
姓
の
措
置
が
、
部
落
の
族
長
が
名
乗
る
姓
を
そ
の
部
民
も
名
乗
る
と
い
う
鮮
卑
北
族
の
習
俗
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

(
お
)

る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
改
姓
の
封
象
範
園
が
賢
か
ろ
う
が
狭
か
ろ
う
が
、
ま
た
そ
れ
が
い
か
に
形
式
的
で
あ
ろ
う
と
も
、

軍
隊
を
鮮
卑
固
有
の
部
落
組
織
化
し
よ
う
と
し
た
確
か
な
誼
擦
と
見
て
過
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

西
貌
・
北
周
期
に
お
け
る
軍
制
が
、
貌
菅
以
来
の
中
園
的
停
統
と
、
鮮
卑
北
族
系
の
影
響
と
の
こ
つ
の
流
れ
で
構
成
さ
れ
る
前
史
と
密
接
不
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可
分
の
闘
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
筆
者
自
身
、
陪
場
帝
期
「
府
兵
制
」
の
検
討
を
通
じ
て
、
こ
れ
が
親
呂
田
以
来
の
都
督
制
・
線

(
却
)

管
制
を
不
可
訣
の
一
部
と
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
機
能
し
う
る
制
度
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
西
貌
・
北
周
政
権
の
背
骨

に
首
た
る
中
央
軍
組
織
日
二
十
四
軍
制
は
、
漢
族
・
非
漢
族
が
協
力
し
て
作
り
上
げ
た
と
い
っ
た
風
の
、
間
早
純
な
「
胡
漢
融
合
」
の
新
制
度
と

見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
擬
制
的
な
部
分
は
あ
る
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
鮮
卑
部
落
兵
制
と
し
て
構
想
さ
れ
、
字
文
泰
ら
に

よ
っ
て
着
買
に
賓
睦
化
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
制
度
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
考
察
に
大
過
な
く
、
二
十
四
軍
制
が
漢
族
的
停
統
で
は
な
く
、
鮮
卑
的
停
統
に
根
ざ
す
軍
制
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
北
貌
の

軍
制
は
も
ち
ろ
ん
、
旬
奴
の
二
十
四
長
や
モ
ン
ゴ
ル
の
千
戸
制
、
あ
る
い
は
清
の
八
旗
制
と
い
っ
た
遊
牧
軍
制
と
こ
そ
比
較
の
組
上
に
載
せ
ら
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れ
る
べ
き
制
度
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
左
右
翼
に
よ
る
配
置
な
ど
は
、
二
十
四
軍
(
左
右
十
二
軍
)
か
ら
唐
代
「
府
兵
制
」
の
中
央
左
右
諸

衡
瞳
制
ま
で
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
遊
牧
軍
制
的
特
徴
と
い
え
よ
う
が
、

二
十
四
軍
制
に
さ
ら
に
鮮
卑
北
族
的
な
特
徴
を
見
い
だ
せ
な
い
で
あ
ろ
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う
か
。
こ
こ
で
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
が
、
宇
丈
泰
存
命
中
の
こ
と
と
し
て
、
『
周
童
日
」
巻
十
五
、
李
耀
惇
、
貌
恭
帝
一
一
(
五
五
五
)
年
の
僚
に
、

太
組
に
従
い
て
西
巡
し
、
公
卿
の
子
弟
を
率
い
て
、
別
に
一
軍
と
属
す
。

(
判
)

と
あ
る
よ
う
に
宇
丈
泰
の
供
回
り
を
務
め
る
「
子
弟
軍
」
が
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
恭
帝
二
年
の
巡
狩
は
本
紀
に
は
見
え
な
い
が
、

『
周
童
日
』
巻
二
、
丈
帝
紀
下
、
大
統
十
四
(
五
四
八
)
年
の
僚
に
、

太
組
、
貌
の
太
子
を
奉
じ
て
西
境
を
巡
撫
し
、
新
平
白
り
安
定
に
出
で
、
臨
に
登
り
、
石
に
刻
み
事
を
紀
す
。
安
陽
に
下
り
、
原
州
に
至

り
、
北
の
長
城
を
歴
り
、
大
い
に
狩
り
す
:
:
:
。

と
あ
る
大
規
模
な
西
巡
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
が
「
周
書
』
巻
十
五
、
子
主
俸
に
は
、

日
疋
の
歳
(
大
統
十
四
年
)
、
太
組
、
貌
の
太
子
と
輿
に
西
巡
し
、
宴
、
時
に
従
う
。
太
組
、
石
を
臨
山
の
上
に
刻
み
、
功
臣
の
位
を
録
し
、

あ
ら
か
じ

次
を
以
て
錆
勤
し
、
預
め
主
を
以
て
開
府
儀
同
三
司
と
属
す
。
十
五
年
に
至
り
、
方
に
之
れ
を
授
く
。

(
H
U
)
 

い
わ
ゆ
る
「
北
貌
丈
成
帝
南
巡
碑
」
で
あ
る
。
四
六
一
年
に
建
て
ら
れ
た
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と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
記
事
か
ら
直
ち
に
連
想
さ
れ
る
の
が
、

同
碑
に
、
文
成
帝
の
南
巡
に
庖
従
し
た
三
百
人
に
迫
る
臣
僚
に
つ
い
て
、
漢
式
の
職
官
・
将
軍
競
・
封
爵
と
並
ん
で
、
多
く
の
鮮
卑
系
の
諸
官

職
名
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
想
像
を
迭
し
く
す
る
と
、
宇
丈
泰
の
臨
山
の
刻
石
に
は
、
公
卿
功
臣
の
子

弟
ら
近
侍
を
務
め
た
者
に
つ
い
て
、
子
主
が
翌
年
授
け
ら
れ
た
漠
式
の
「
開
府
儀
同
三
司
」
の
ほ
か
、
鮮
卑
系
の
稽
競
が
刻
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
の
疑
問
を
懐
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
北
貌
前
期
に
多
く
見
ら
れ
た
北
族
起
源
の
非
中
園
的
官
職
は
、
孝
丈
帝
の

(
必
)

改
革
を
通
じ
て
消
滅
し
た
と
さ
れ
る
一
方
で
、
武
官
系
統
の
そ
れ
若
干
は
改
革
後
も
残
っ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
孝
文
帝
の
漢

化
政
策
へ
の
反
護
と
い
う
流
れ
の
中
で
成
立
し
た
西
貌
・
北
周
の
復
古
的
性
格
を
考
え
る
と
、
鮮
卑
系
官
職
の
復
活
、
な
い
し
そ
れ
に
代
わ
る

役
職
が
設
置
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
例
は
一
つ
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
こ
こ

で
筆
者
が
注
目
し
て
み
た
い
の
が
、
北
朝
後
期
の
「
親
信
」
と
呼
ば
れ
た
有
力
者
の
側
近
達
で
あ
る
。

こ
の
「
親
信
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
代
中
園
語
で
も
「
親
し
み
信
頼
す
る
」
「
信
頼
で
き
る
人
」
を
表
す
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の



(
心
)

で
、
例
え
ば
、
西
貌
の
宇
丈
泰
の
部
下
を
、
「
親
信
」
「
親
信
集
圏
」
と
稀
し
た
研
究
も
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
比
較
的
に
良
く
知
ら
れ
て

い
る
し
、
ま
た
特
段
異
と
す
る
に
足
り
な
い
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
歴
史
史
料
中
に
多
数
存
在
す
る
「
親
信
」
の
賓

例
に
即
し
て
検
討
を
加
え
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
意
外
な
事
賓
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
以
下
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し

手

-

3

0

ナム

L
Vさ

て
、
「
親
信
」
と
い
う
言
葉
は
、
後
漢
・
三
国
時
代
頃
ま
で
は
、

ほ
ほ
例
外
な
く
「
親
信
す
る
」
と
い
う
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
雨
耳
目
南
朝
に
な
る
と
、
「
親
信
さ
れ
る
者
」
を
表
す
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
に
い
た
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
「
廃
帝
即
位
す
る
や
、
親

信
十
人
を
給
さ
る
」
(
『
陳
書
」
巻
十
七
、
王
沖
惇
)
と
あ
る
よ
う
に
、
王
朝
か
ら
十
人
・
二
十
人
皐
位
で
ま
と
め
て
給
さ
れ
る
侍
従
・
護
衛
を
意

(
叫
)

味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
貌
童
日
』
を
通
じ
て
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
北
貌
に
お
い
て
も
状
況
は
愛
わ
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
北
貌

末
、
六
鎮
の
乱
勃
護
後
に
な
る
と
、
「
永
安
一
一
一
(
五
三
O
)
年
、
余
朱
築
、
徴
し
て
親
信
と
矯
す
」
(
『
北
斉
書
』
巻
四
一
、
暴
連
猛
惇
)
と
あ
り
、

「
(
余
朱
築
の
)
従
子
の
天
光
・
親
信
の
英
毅
及
び
倉
頭
の
王
相
を
遣
わ
し
て
入
洛
し
、
従
弟
の
世
隆
と
輿
に
密
か
に
麿
立
を
議
せ
し
む
」
(
『
貌
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書
』
巻
七
回
、
余
朱
築
停
)
と
あ
る
よ
う
に
、
有
力
者
に
個
人
的
に
召
し
出
さ
れ
、
皇
帝
廃
立
の
よ
う
な
大
事
に
も
関
わ
っ
て
、
正
史
に
個
人
名

を
残
す
例
が
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
ら
を
一
覧
に
し
て
示
せ
ば
、
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
に
奉
げ
た
四
十
一
例
を
見
る
と
、
陪
の
楊
堅
以
後
は
、
太
字
で
示
し
た
親
信
統
率
者
の
比
率
が
高
く
な
り
、
ま
た
楊
債
に
闘
し
て
は
、

全
四
例
が
即
位
以
前
の
耳
目
玉
(
親
王
)
府
の
親
信
と
な
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
北
周
末
か
ら
陪
代
に
か
け
て
、
親
信
は
親
王
の
侍
従
的
な
存
在

と
化
し
、
統
率
に
任
じ
ら
れ
た
者
以
外
は
名
を
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
南
朝
の
親
信
に
性
格
が
似
て
い
く
趨
勢
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
先
行
す
る
西
貌
・
北
周
に
お
い
て
は
、
賓
権
者
た
る
宇
丈
泰
・
宇
丈
護
の
叔
甥
二
人
の
配
下
に
多
く
の
親
信
が
お
り
、

し
か

も
正
史
に
立
停
さ
れ
る
よ
う
な
重
要
人
物
ば
か
り
と
な
っ
て
い
る
。

具
瞳
的
に
見
る
と
、
こ
の
親
信
に
は
誰
で
も
な
れ
る
詳
で
は
な
く
、
『
周
童
日
」
巻
三
三
、
超
丈
表
停
に
、
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丈
表
、
少
く
し
て
修
謹
、
志
は
忠
節
に
存
り
。
弓
馬
に
便
に
し
て
、
能
く
左
右
に
馳
射
す
。
好
み
て
左
氏
春
秋
を
誼
み
、
略
ぼ
大
義
を
奉
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表
2 

西
貌
・
北
周
・
陪
の
「
親
信
」

h-じ 楊 楊
護字文 宇文泰

主
の 人
他 虞 堅 名

百芋島人 諒防ム/車謝早Jη i李軍 濁楢孤
弘度 豆 一)李基

( 慮遁

陪
陪

陪(鹿晃 )四剖

造像記 ミ三ハ三王世

会陪 事見
ノ、 一一

陪 三九一

蚊〉官b合r 官桁達(円ド1街li'I'l 七/ ー白

。七 八五 ー)
) 

七 )八 名
) ) 

二察

虞孝
李

洪茄 二示右

( 郭築 ( 

通円 周
墓(

fヲLj蕎f寺ご凶山-っ
(墓/' ~ 

陪 誌陪
上向 誌 陪)王

延 七 五
民11元
jill 角斯鮮↓ 若賀嵩 長室望

五 。
) 

七
) ( 手凸再

斐度 誌)徹李 四
白元俊

段違
九(

上周島 j亘
)周

元陪
四

) ロー弐ミ ( 

陪
九

王二 陪 韓-革主倹四 /曇ー¥ 一六一畠

幕//) 人 )¥ 
F育)r.. )r.. 誌七

誌) 四 九 一劉
) 二 雄

長

毒(陰11 段文振
ノ~、Ji!f白1孔量 富豆

紳
慮賓

。五
通(

誌基 ( 惰
。

西

北震帝 墓 墓
楊君 ミ

誌) 誌) -四

同署主 防: 楊賓 五七 き国|
伍這

墓・ 孟周
誌ー
)ー 進 誌)宇文 誌五

何若干 七
( 手)誌凸再一

)五

遁 九

陪 若五 ) 色

守主表 四 (芸文表ム

1方邑/口/込 〆漢陪「

ノ、
誌(

) )周

五
子王 住 )¥ 

※
太
字
で
示
し
た
の
は
、
「
太
組
、
(
腐
)
晃
を
大
都
督
に
署
し
、
親
信
兵
を
領
せ
し
め
、
常
に
左
右
に
置
く
」
(
陪
二
三
二
)
と
あ
る
よ
、
つ
な
親
信
の
統
宗
者
と
な
っ
た
こ
と
を
表
す
。

※
個
人
名
の
右
側
に
一
一
重
線
を
附
し
た
も
の
は
、
「
組
信
」
に
「
内
」
の
一
字
を
巡
し
て
「
内
組
信
」
と
記
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

※
丸
括
弧
内
は
出
典
で
、
「
周
」
は
『
周
書
」
、
「
陪
」
は
「
陪
書
』
の
略
競
、
数
字
は
中
華
書
局
本
の
頁
数
。
「
墓
誌
」
は
首
該
人
物
の
墓
誌
を
指
す
が
、
逐
一
出
典
は
示
さ
な
い
。

「
そ
の
他
」
欄
の
丸
括
弧
内
の
人
名
は
、
そ
の
親
信
の
主
人
名
。
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ぐ
。
起
家
し
て
太
組
(
宇
文
泰
)
の
親
信
と
震
る
。

(
一
品
)

と
あ
り
、
「
茄
洪
墓
誌
」
に
、

起
家
し
て
周
の
明
帝
の
挽
郎
と
局
り
、
奉
朝
請
に
除
さ
れ
、
俄
に
し
て
救
し
て
動
蔭
の
子
弟
を
召
す
や
、
菅
蕩
公
(
宇
文
護
)
の
親
信
に

蒙
補
せ
ら
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
丈
武
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
の
は
無
論
で
あ
る
ほ
か
、
茄
洪
の
一
例
の
み
で
は
あ
る
が
、
動
蔭
の
子
弟
が
特
に
選
抜
さ
れ

る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
起
家
な
い
し
官
歴
の
極
早
い
時
期
に
着
任
す
る
例
が
ほ
と
ん
ど
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
『
陪
書
」
巻
五
回
、
李
徹



俸
に
、

す
く

徹
、
性
は
剛
毅
、
器
幹
有
り
、
容
儀
に
偉
れ
、
武
喜
多
し
。
大
家
宰
の
宇
丈
護
、
引
き
て
親
信
と
矯
し
:
:
:
。
護
、
徹
の
謹
厚
に
し
て
才

具
有
る
を
以
て
、
甚
だ
之
れ
を
躍
す
。
護
の
子
、
中
山
公
訓
の
蒲
州
刺
史
と
潟
る
や
、
護
、
徹
を
し
て
本
官
を
以
て
罵
れ
に
従
わ
し
む
。

未
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
、
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
を
奔
す
。

と
あ
り
、
『
陪
書
』
巻
七
回
、
崖
弘
度
停
に
、

弘
度
は
替
力
紹
人
、
儀
貌
魁
岸
に
し
て
、
覆
面
甚
だ
偉
れ
、
性
は
巌
酷
な
り
。
年
十
七
に
し
て
、
周
の
大
家
宰
の
宇
丈
護
、
引
き
て
親
信

と
潟
す
。
尋
い
て
都
督
を
授
け
ら
れ
、
累
ね
て
大
都
督
に
韓
ず
。
時
に
護
の
子
、
中
山
公
訓
の
蒲
州
刺
史
と
矯
る
や
、
弘
度
を
し
て
需
れ

に
従
わ
し
む
:
:
:
。
訓
、
其
の
拳
捷
な
る
を
以
て
、
大
い
に
之
れ
を
奇
と
す
。
後
に
戟
動
を
以
て
、
儀
同
を
授
け
ら
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
特
に
宇
文
護
(
宇
文
泰
も
同
様
)
の
引
き
に
よ
る
着
任
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
な
お
、
李

長
ず
る
に
及
び
、
韓
勇
に
し
て
強
力
有
り
、
好
み
て
孫
・
呉
の
兵
法
を
謹
む
。
貌
の
大
統
末
、
武
郷
侯
を
襲
爵
す
。
周
の
太
組
、
引
き
て
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徹
・
崖
弘
度
は
と
も
に
宇
丈
護
の
世
子
、
宇
丈
訓
の
部
下
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
陪
童
日
』
巻
五
回
、
社
整
停
に
、

親
信
と
矯
す
。
後
に
宇
丈
護
の
子
、
中
山
公
訓
に
事
え
、
甚
だ
親
遇
せ
ら
る
。
俄
に
し
て
都
督
を
授
け
ら
る
。

と
あ
る
の
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
{
子
丈
泰
↓
宇
丈
護
↓
宇
丈
訓
と
い
う
西
貌
・
北
周
の
最
高
権
力
者
の
継
承
関
係
に
沿
っ
て
、
親
信
も
ま
た
受

け
纏
が
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
主
人
か
ら
特
に
厚
遇
さ
れ
て
い
た
事
賓
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
親
信
と
は
、
西
貌
・
北
周

の
権
力
者
と
の
親
近
の
度
合
い
に
お
い
て
、
か
な
り
特
別
な
側
近
集
園
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
親
信
と
な
っ
た
者
の
そ
の
後
の
活
動
を
見
て
い
く
と
、
『
陪
童
日
』
巻
五
三
、
達
実
長
儒
停
に
、

貌
の
大
統
中
、
奉
車
都
尉
に
起
家
す
。
周
の
太
組
、
引
き
て
親
信
と
矯
す
。
質
直
恭
勤
を
以
て
、
子
都
督
を
授
け
ら
る
。
数
ば
戦
功
有
り

-
、
平
田
勾
の
役
、
恒
に
先
鋒
と
矯
り
、
攻
城
野
戦
、
首
た
る
所
必
ず
之
れ
を
破
る
。
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
に
除
さ
る
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
軍
功
に
よ
っ
て
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
と
い
っ
た
二
十
四
軍
制
に
お
け
る
軍
官
を
歴
任
す
る
の
を
常
と
す
る
。
そ
し
て
表
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-
郭
柴
・
段
丈
振
・
陰
室
町
ら
に
い
た
っ
て
は
、
そ
の
二
十
四
軍
を
統
轄
す
る
宇
丈
泰
・
宇
丈
護
の

丞
相
府
ゃ
、
二
十
四
軍
を
含
む
全
軍
を
管
掌
す
る
中
外
府
(
都
督
中
外
諸
軍
事
府
)
の
属
官
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
二
十
四
軍
こ
そ
が
宇
丈
氏
の

2
の
伊
婁
穆
・
劉
雄
・
陸
遅
・
楊
君
(
偉
)

権
力
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
宇
丈
泰
・
宇
丈
護
の
親
信
達
は
、
内
に
あ
っ
て
は
軍
園
事
務
を
庭
理
し
、
外
に
あ
っ
て
は

賓
戟
部
隊
の
指
揮
統
率
に
あ
た
っ
て
、
宇
丈
泰
・
宇
丈
護
に
よ
る
二
十
四
軍
の
統
轄
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
な
お
、
字
文
護
・
宇
丈
訓
父
子
や
そ
の
一
薫
が
、
武
帝
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
際
、
親
信
達
の
中
に
も
い
く
ら
か
の
睦
朕
を
経
験
さ
せ
ら
れ

(
必
)

た
者
も
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
史
料
か
ら
は
そ
う
し
た
様
子
は
う
か
が
え
ず
、
む
し
ろ
「
日
武
墓
誌
」
に
、

音
蕩
公
の
内
親
信
に
解
褐
す
。
建
徳
の
初
め
、
周
の
武
皇
帝
、
公
の
枇
賛
の
能
を
知
り
、
遣
わ
し
て
代
王
を
輔
け
し
む
。
後
に
救
し
て
公

も
つ

の
才
を
壷
く
さ
ざ
る
を
巳
て
、
動
胃
に
入
れ
し
め
、
右
侍
・
承
御
二
上
士
に
遷
す
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
武
帝
以
後
も
活
躍
の
場
を
奥
え
ら
れ
て
い
る
。
表
2
に
奉
げ
た
よ
う
に
、
即
位
以
前
の
親
王
時
代
の
武
帝
の
親
信
に
孔
一
刑
通

が
お
り
、
そ
の
弟
の
諜
王
倹
の
親
信
統
卒
者
に
賀
若
嵩
が
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
宇
丈
氏
の
親
王
の
配
下
に
は
親
信
が
い
る
の
が
普
通
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
宇
丈
護
の
親
信
だ
っ
た
日
武
が
、
武
帝
に
見
い
だ
さ
れ
て
、
弟
の
代
王
達
の
部
下
と
さ
れ
た
事
責
か
ら
見

て
、
宇
丈
泰
在
世
時
よ
り
武
帝
期
に
い
た
る
ま
で
、
親
信
は
宇
丈
氏
の
親
か
ら
子
へ
、
兄
か
ら
弟
で
あ
る
い
は
そ
の
逆
へ
と
、
様
々
な
形
で

直
属
の
主
人
を
愛
え
な
が
ら
も
、
宇
文
氏
一
族
に
と
っ
て
の
文
字
通
り
の
親
信
集
圏
と
し
て
一
貫
し
て
存
在
し
績
け
、
権
力
機
構
の
一
翼
を
捨

(
釘
)

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
楊
君
(
偉
)
墓
誌
」
に
、

周
の
大
祖
の
内
親
信
に
起
家
し
、
大
丞
相
府
参
軍
に
轄
じ
、
望
は
中
滑
に
擬
え
、
油
公
の
左
右
に
居
り
、
才
は
王
佐
に
堪
え
、
貌
組
の
僚

列
に
升
る
。
:
:
:
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
に
任
ぜ
ら
れ
、
郷
兵
を
領
し
、
頻
り
に
本
州
主
簿
を
帯
ぶ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
宇
丈
泰
と
楊
君
と
の
親
信
関
係
は
、
前
漢
の
高
組
劉
邦
と
中
間
と
の
そ
れ
な
ど
に
擬
え
ら
れ
て
い
る
。
劉
邦
と
曹
参
ら
中

(
時
)

椙
・
舎
人
と
い
え
ば
、
直
ち
に
西
嶋
定
生
氏
の
研
究
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
が
、
同
じ
く
主
人
の
左
右
側
近
か
ら
や
が
て
権
力
の
中
植
に
闘
わ
っ



て
い
っ
た
存
在
と
し
て
、
ま
さ
に
西
貌
・
北
周
の
親
信
の
性
格
を
見
事
に
言
い
古
て
た
表
現
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
墓
誌
の
修
辞
的

文
章
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
い
さ
さ
か
漢
族
的
停
統
に
引
き
寄
せ
過
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
。
す
で
に
奉
げ
た
日
武
・
楊
君
(
偉
)
の
ほ
か
、
伊
婁

穆
・
陸
淫
了
陰
書
ら
は
「
内
親
信
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
内
親
信
も
車
な
る
親
信
も
遣
い
は
な
い
と
い
う
理
解
は
、
お
そ
ら
く
首
た

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
翠
げ
た
「
北
貌
丈
成
帝
南
巡
碑
」
に
つ
い
て
、
川
本
芳
昭
氏
が
内
三
郎
瞳
将
・
内
三
郎
・
三
郎
瞳
賂
・
三
郎
の
序
列

(
的
)

の
存
在
を
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
親
信
と
内
親
信
が
併
存
し
、
内
親
信
は
よ
り
近
侍
の
度
合
い
が
強
か
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
と

い
え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
漢
式
に
呼
稽
さ
れ
、
中
滑
に
擬
え
ら
れ
て
は
い
て
も
、
西
貌
・
北
周
の
親
信
こ
そ
は
、
北
貌
以
来
の
皇
帝
の
近

侍
・
内
官
の
系
譜
を
纏
ぐ
者
な
の
で
は
な
い
か
と
珠
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
黙
を
さ
ら
に
追
究
す
る
際
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
北
斉
童
日
」
巻
四
一
、
皮
景
和
停
に
、

景
和
、
少
く
し
て
通
敏
、
騎
射
を
善
く
す
。
初
め
親
信
を
以
て
高
組
(
高
歎
)
に
事
え
、
後
に
親
信
副
都
督
に
補
せ
ら
る
。
武
定
二
(
五

四
四
)
年
:
:
:
、
高
組
、
嘗
て
景
和
を
し
て
一
野
家
を
射
し
む
る
や
、

一
箭
に
し
て
之
れ
を
獲
て
、
深
く
嵯
賞
せ
ら
れ
、
庫
直
正
都
督
に
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除
さ
る
。

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
束
貌
(
北
斉
)
に
も
親
信
や
親
信
副
都
督
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
貰
権
者
の
高
歌
自
身
が
北
貌
末
に
余
朱
築

の
親
信
都
督
を
務
め
て
い
る
の
で
(
『
北
斉
書
』
巻
一
、
柿
武
帝
紀
上
。
『
北
史
』
同
じ
)
、
制
度
と
し
て
自
然
と
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
皮

景
和
は
、
親
信
副
都
督
か
ら
昇
進
し
て
「
庫
直
正
都
督
」
な
る
官
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
北
斉
童
日
」
巻
二
五
、
王
紘
停
に
、

紘
、
少
く
し
て
弓
馬
を
好
み
、
騎
射
を
善
く
し
、
頗
る
丈
島
ナ
を
愛
す
。
性
は
機
敏
に
し
て
、
麿
封
は
便
捷
な
り
:
:
:
。
興
和
中
、
世
宗

(
高
澄
)
召
し
て
庫
直
と
矯
し
、
奉
朝
請
に
除
さ
る
。
世
宗
暴
に
崩
ず
る
や
、
紘
、
刀
を
回
国
し
て
拝
禦
し
:
:
:
。

と
あ
る
よ
う
に
、
官
途
の
は
じ
め
に
お
い
て
、
君
主
の
引
き
で
任
じ
ら
れ
、
そ
の
側
近
に
仕
え
る
貼
で
、
こ
の
庫
直
は
親
信
と
良
く
似
た
も
の

で
あ
っ
た
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
庫
直
の
用
例
は
西
貌
・
北
周
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
『
新
唐
書
」
巻
一

O
五
、
長
孫
倣
停
に
、
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陪
傷
帝
の
耳
目
王
と
矯
る
や
、
敵
、
庫
直
を
以
て
従
い
て
聴
山
に
敗
し
:
:
:
。
即
位
す
る
や
、
頗
る
識
擢
せ
ら
る
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
親
王
の
側
近
と
し
て
陪
代
に
も
存
在
し
、
同
じ
く
『
新
唐
童
日
」
巻
二
二

O
、
楊
場
停
に
、
楊
場
の
曾
祖
父
に
あ
た
る
楊
諒
に

つ
い
て
、合

固
ま
天
下
乱
る
る
や
、
官
を
去
り
、
秦
王
と
同
里
に
居
す
。
武
徳
初
、
王
府
の
参
軍
と
矯
り
、
庫
直
を
粂
ぬ
。
隠
太
子
の
事
平
ぐ
や
、
詔

し
て
親
王
・
宰
相
ご
と
一
人
を
宴
に
入
ら
し
め
、
而
し
て
掠
濁
り
預
り
、
太
宗
、
懐
昔
賦
を
賜
い
、
申
ぶ
る
に
恩
意
を
以
て
す
。

と
あ
る
よ
う
に
唐
初
に
も
継
承
さ
れ
て
お
り
、
楊
諒
は
玄
武
門
の
嬰
に
も
一
枚
噛
ん
だ
気
配
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
北
朝
後
期
か
ら
唐
初
に
か
け
て
、
親
信
・
庫
直
と
呼
ば
れ
た
側
近
達
が
、
君
主
や
親
王
の
配
下
に
多
数
存
在
し
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
と
良
く
似
た
「
庫
員
」
と
い
う
名
稀
も
散
見
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
勇
力
粂
ぬ
る
人
を
名
づ
け
て
庫
員
部
督
と
矯
」
(
『
南
史
』
巻
八

。
、
侯
景
停
)
し
た
侯
景
の
配
下
に
、
「
庫
員
都
督
」
で
妹
婿
の
羊
闘
が
い
る
ほ
か
(
『
南
史
』
巻
六
三
、
羊
侃
惇
)
、
北
斉
の
丈
裏
帝
高
澄
の
暗
殺

時
に
賊
を
拝
い
で
死
ん
だ
「
庫
員
」
の
紘
一
笑
舎
楽
(
「
北
斉
書
』
巻
二
四
、
陳
一
五
康
惇
)
、
丈
宣
帝
高
洋
配
下
の
「
庫
異
都
督
」
破
六
韓
伯
昇
(
『
北

斉
童
日
』
巻
一

O
、
上
黛
剛
粛
主
換
惇
。
『
北
史
』
同
じ
)
な
ど
が
東
貌
・
北
膏
期
に
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
陪
圭
日
』
巻
五
一
、
長
孫
昆
停
に
、

其
の
長
子
行
布
も
亦
、
謀
略
多
く
、
父
の
風
有
り
。
漢
王
諒
の
庫
員
に
起
家
し
、
甚
だ
親
押
せ
ら
る
。
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と
あ
り
、
同
書
、
巻
三
九
、
元
景
山
停
に
、

子
の
成
書
嗣
ぐ
。
成
害
、
弓
馬
に
便
に
し
て
、
千
牛
備
身
に
起
家
す
。
上
柱
園
の
世
子
を
以
て
、
儀
同
を
拝
す
。
後
に
秦
王
の
庫
員
車
騎

と
矯
る
。

と
あ
る
ほ
か
、
「
秦
王
府
右
庫
員
車
騎
将
軍
」
(
『
文
館
詞
林
』
巻
四
五
三
、
周
孝
範
碑
銘
)
と
い
う
の
も
見
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
庫
直
」
と

「
庫
異
」
に
お
け
る
「
直
」
と
「
異
」
の
異
同
を
見
る
と
き
、
こ
れ
と
の
開
通
一
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
「
南
斉
主
目
』
巻
五
七
、
貌
虜
俸
に
、

園
中
、
内
左
右
を
呼
ぴ
て
直
員
と
矯
し
、
外
左
右
を
烏
媛
員
と
矯
し
、
苗
同
局
丈
童
日
吏
を
比
徳
員
と
震
Li---
、
貴
人
作
食
人
を
附
員
と
震

す
。
三
公
貴
人
は
、
通
じ
て
之
れ
を
羊
巽
と
謂
う
。

と
あ
る
、
北
貌
濁
自
の
官
職
名
を
列
拳
し
た
有
名
な
記
事
で
あ
る
。
白
鳥
庫
士
口
氏
は
「
l
員
」
を
解
稗
し
て
、

モ
ン
ゴ
ル
語
・
ト
ル
コ
語
で
事



物
を
司
り
あ
る
い
は
こ
れ
を
行
う
も
の
を
言
い
表
す
際
に
使
わ
れ
る

m
E
の
鮮
卑
語
の
封
音
と
さ
れ
、
ま
た
「
直
員
」
の
直
を
内
の
義
と
さ
れ

(
日
)

て
い
る
。
ま
た
池
田
温
氏
も
、
庫
直
の
直
は
「
直
員
」
と
関
連
す
る
鮮
卑
語
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
庫
直
に
し
ろ
庫
異
に
し
ろ
、
鮮

卑
語
に
関
わ
る
官
職
名
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
明
白
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
編
纂
史
料
を
通
じ
て
「
庫
直
」
「
庫
異
」
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
近
年
注
目
を
集
め
て
い
る
ソ
グ
ド
人
墓
誌
の
う
ち
、
例
え
ば
安

一
冗
書
墓
誌
に
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
秦
王
李
世
民
の
「
右
庫
員
」
で
あ
っ
た
安
元
書
が
、
李
世
民
が
突
厭
の
額
利
可
汗
と
便
橋

で
車
身
講
和
に
臨
ん
だ
と
さ
れ
る
有
名
な
場
面
で
、
「
太
宗
濁
だ
公
一
人
の
み
を
持
っ
て
帳
中
に
自
衛
せ
し
む
。
其
の
親
信
す
る
所
は
、
多
く

此
に
類
す
る
な
り
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
史
料
か
ら
、
「
庫
員
」
と
は
畢
立
見
す
る
に
「
親
信
(
さ
れ
る
人
)
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ

れ
は
漢
語
で
表
記
さ
れ
る
親
信
も
、
賓
は
庫
員
と
同
じ
鮮
卑
的
停
統
に
属
す
る
側
近
で
あ
っ
た
と
す
る
先
の
推
定
を
支
え
る
部
分
が
あ
ろ
う
。

(
日
)

な
お
、
史
索
巌
墓
誌
に
、

四
)
年
、
乃
ち
輩
の
東
宮
に
駕
す
る
に
従
い
、
即
ち
大
都
督
・
長
上
宿
衛
に
除
せ
ら
る
。
大
業
元
(
六
O
五
)
年
、
場
帝
の
園
を
握
り
暦

を
御
す
る
や
、
先
ず
宮
臣
を
録
し
、
公
を
左
御
衡
の
安
丘
府
鷹
揚
郎
絡
に
奔
す
:
:
:
。
大
業
九
年
、
又
公
に
卒
涼
郡
都
尉
を
授
く
。

(
日
)

さ
ら
に
『
丈
館
詞
林
』
所
取
の
安
修
仁
碑
に
は
、
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レ，」

}ν
」
本

陪
の
聞
皇
中
、
巾
を
解
き
て
菅
王
唐
の
庫
員
と
潟
る
。
材
は
抜
苧
と
稽
せ
ら
る
る
と
難
も
、
織
は
下
寮
に
滞
る
:
:
:
。
仁
書
四
(
六
O

と
あ
り
、陪

の
開
皇
中
、
起
家
し
て
萄
王
秀
の
庫
員
と
昂
る
。
都
督
に
遷
さ
れ
儀
同
の
兵
を
検
校
す
。
秀
の
麿
せ
ら
る
る
に
及
ん
で
、
又
大
都
督
と

つ
な

篇
り
本
郷
兵
を
領
す
。
玉
を
左
官
に
輯
び
で
は
、
徒
だ
下
和
の
賓
を
悲
し
み
、
膜
を
下
僚
に
粋
い
で
は
、
寧
ん
ぞ
孫
陽
の
駿
を
辞
ぜ
ん
や
。

と
あ
っ
て
、
と
も
に
「
庫
員
」
に
つ
く
る
の
で
、

お
そ
ら
く
本
来
は
「
庫
員
」
と
あ
る
の
が
正
し
く
、
「
庫
直
」
「
庫
典
」
(
『
北
斉
書
」
巻
五
O
、

高
阿
那
肱
惇
)
は
版
本
・
惇
寓
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
陪
代
に
庫
異
か
ら
官
途
に
つ
い
た
史
索
巌
が
「
左
御
衛
の
安
正
府
鷹
揚
郎
将
」
に
任
じ
ら
れ
、
同
じ
く
局
王
秀
の
庫
員
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に
起
家
し
た
安
修
仁
が
、
「
儀
同
の
兵
を
検
校
」
し
、

の
ち
に
「
大
都
督
と
矯
り
本
郷
兵
を
領
」
し
て
活
躍
し
て
い
る
の
は
、
西
貌
・
北
周
の
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二
十
四
軍
制
を
親
信
達
が
支
え
て
い
た
の
と
同
断
で
あ
る
。
な
お
、
史
索
巌
が
任
じ
ら
れ
た
「
平
涼
郡
都
尉
」
は
、
か
つ
て
筆
者
が
論
じ
た
よ

う
に
、
帰
帝
の
大
業
元
年
に
廃
止
さ
れ
た
線
管
府
(
都
督
府
)
か
ら
軍
事
面
の
職
掌
を
一
部
受
け
継
い
で
周
遣
の
鎮
成
・
軍
府
を
統
轄
し
た
中

問
機
構
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
都
尉
に
任
じ
ら
れ
た
も
の
は
み
な
、
皇
族
や
外
戚
を
は
じ
め
陪
室
と
闘
わ
り
の
深
い
人
物
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、

(
日
)

そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
、
丈
帝
・
場
帝
二
代
に
わ
た
る
親
信
と
し
て
表
2
に
も
あ
げ
た
伍
這
進
で
あ
る
。
彼
の
墓
誌
に
は
、
楊
堅
が
北
周
で
陪

園
公
に
封
ぜ
ら
れ
る
と
「
陪
園
親
信
」
に
出
身
し
、
「
陪
園
典
衛
」
「
耳
目
園
内
尉
」
に
任
じ
ら
れ
、
以
後
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
「
親
信
を
領
す

る
こ
と
故
の
如
し
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
特
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
内
外
の
軍
職
を
一
幣
任
し
て
「
左
御
衛
将
軍
」
ま
で
昇
進
し
た
と
あ
る
。
左
御

衡
は
大
業
十
六
衡
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
副
長
官
た
る
左
御
衛
将
軍
に
は
、
も
と
親
信
の
伍
遁
進
が
い
て
全
瞳
の
統
轄
に
閲
わ
り
、
か
つ
左

御
衛
管
轄
下
の
安
正
府
に
は
、
も
と
庫
員
の
史
索
巌
が
鷹
揚
郎
将
と
し
て
軍
府
を
統
率
し
て
お
り
、
雨
者
の
着
任
期
間
は
大
業
八
年
か
ら
九
年

に
か
け
て
一
時
重
な
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
西
貌
・
北
周
は
も
と
よ
り
陪
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
巨
大
な
軍
事
機
構
の
求
心
的
運
用
を
可
能
に
し
て
い
た
要
素
に
は
、
親

52 

信
・
庫
員
と
い
っ
た
北
貌
の
内
官
の
系
譜
に
連
な
る
側
近
集
園
の
存
在
が
あ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
も
と
親
信
、

も
と
庫
異
と
表
現
し
た
が
、
親
信
・
庫
異
か
ら
他
官
に
移
っ
た
と
し
て
も
、
奮
主
と
の
人
的
紐
帯
は
そ
の
後
も
繕
績
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む

し
ろ
い
っ
た
ん
親
信
・
庫
員
と
な
っ
た
も
の
は
い
つ
ま
で
も
親
信
・
庫
員
で
あ
り
、
こ
れ
が
他
官
を
品
兼
任
し
て
い
く
と
捉
え
た
方
が
賓
情
に
近

い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
君
主
の
側
近
集
圏
の
存
在
も
ま
た
、
二
十
四
軍
制
を
遊
牧
軍
制
と
理
解
す
べ
き
、

(
訂
)

ま
で
も
な
い
。

一
つ
の
指
標
た
る
べ
き
こ
と
は
い
う

開
皇
十
年
詔
と
「
部
族
解
散
」

前
節
ま
で
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
西
貌
・
北
周
以
来
の
二
十
四
軍
制
は
、
漢
族
・
非
漢
族
の
率
募
し
た
郷
兵
集
圏
を
一
貫
し
て
兵
力
基

盤
と
し
、
北
貌
内
官
に
淵
源
す
る
で
あ
ろ
う
親
信
・
庫
員
と
い
っ
た
側
近
集
圏
が
軍
事
機
構
の
要
所
で
そ
の
統
轄
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
貼
で
、



や
は
り
鮮
卑
的
惇
統
を
濃
厚
に
受
け
継
い
だ
擬
制
的
部
落
兵
制
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
制
度
は
、

一
般
編
戸
民

を
筒
賄
・
徴
兵
す
る
兵
民
一
致
の
兵
制
と
長
く
考
え
ら
れ
て
き
た
の
ち
の
「
府
兵
制
」
に
は
、
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
、

そ
れ
と

も
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
、
西
貌
・
北
周
以
来
の
制
度
に
根
本
的
な
饗
化
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
、
前
年
の
陪
に
よ
る
平
陳
と
天
下
統
一

と
い
う
情
勢
の
大
嬰
化
を
受
け
て
出
さ
れ
た
、

五
月
乙
未
、
詔
し
て
日
く
、
貌
末
の
喪
乱
よ
り
、
宇
牒
は
瓜
分
し
、
役
車
は
歳
動
し
、
未
だ
休
息
す
る
遣
あ
ら
ず
。
兵
士
軍
人
は
、
権
に

ま
れ

坊
府
を
置
き
、
南
征
北
伐
し
、
居
慮
定
ま
る
無
し
。
家
に
完
堵
無
く
、
地
に
包
桑
竿
に
し
て
、
恒
に
流
寓
の
人
と
矯
り
、
寛
に
郷
里
の
競

無
し
。
朕
甚
だ
之
れ
を
思
む
。
凶
凡
そ
是
の
軍
人
は
、
悉
く
州
牒
に
属
す
可
し
。
墾
田
籍
帳
は
、

一
に
民
と
同
じ
う
す
。
国
軍
府
の
統
領

は
、
宜
し
く
奮
式
に
依
る
べ
し
。
制
山
東
・
河
南
及
び
北
方
縁
遣
の
地
の
新
た
に
置
け
る
軍
府
を
罷
む
。
(
『
陪
書
』
巻
二
、
高
祖
紀
下
、
開
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皇
十
年
の
僚
、
『
北
史
」
も
ほ
ぼ
同
文
)

と
あ
る
兵
制
改
革
の
詔
で
あ
る
o

同
詔
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
暗
「
府
兵
制
」
の
兵
士
の
徴
護
方
式
に
お
け
る
壁
化
(
兵

民
一
致
。
兵
民
分
離
)
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
貼
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
。
し
か
し
す
で
に
遮

べ
た
よ
う
に
、
西
貌
・
北
周
以
降
、
郷
兵
を
率
募
し
て
兵
戸
と
す
る
こ
と
と
、

一
般
編
戸
民
を
徴
護
し
て
征
戊
に
充
て
る
こ
と
は
並
行
し
て
行

わ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
兵
民
一
致
と
分
離
と
を
、
二
者
捧
一
的
に
ど
ち
ら
か
一
方
か
ら
も
う
一
方
へ
と
移
行
す
べ
き
も
の
と
捉
え
る
の

(
印
)

は
、
い
さ
さ
か
安
直
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

一
口
に
郷
兵
と
い
っ
て
も
時
期
・
地
域
・
種
族
な

ど
の
貼
で
決
し
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
同
じ
詔
を
受
け
て
も
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
放
果
は
各
種
各
様
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
た
貼
に
注
意
し
た
と
き
に
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
北
周
末
・
陪
初
以
降
に
奮
北
斉
領
の
主
に
南
境
に
お
い
て
、
新
た
な
軍
府
の
設

置
H

郷
兵
結
集
の
動
き
が
見
ら
れ
る
酷
で
あ
る
。
前
掲
表
ー
に
も
い
く
つ
か
例
を
奉
げ
た
が
、
『
陪
童
日
」
巻
六
回
、
張
荷
停
に
、
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張
荷
冊
、
字
は
丈
龍
、
自
ら
清
河
人
な
り
と
云
い
、
准
陰
に
家
す
:
:
:
。
起
家
し
て
州
主
簿
と
な
る
。
高
租
の
相
と
作
る
や
、
大
都
督
を
授
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け
ら
れ
、
郷
兵
を
領
す
。
賀
若
弼
の
書
春
に
鎖
す
る
や
、
恒
に
間
諜
と
矯
り
、
平
陳
の
役
に
て
、
頗
る
功
あ
り
。
位
を
開
府
儀
同
三
司
に

進め・・・・・・。

と
あ
る
の
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
首
初
、
州
主
簿
に
起
家
し
て
民
政
に
携
わ
っ
て
い
た
張
粛
は
、
「
高
租
受
施
す
る
や
、

陰
か
に
江
南
を
井
わ
す
の
志
有
り
て
、
任
ず
べ
き
者
を
訪
ぬ
」
(
「
陪
書
』
巻
五
二
、
賀
若
弼
惇
)
と
あ
る
よ
う
に
、
楊
堅
が
即
位
し
て
平
陳
の
意

思
を
固
め
る
と
、

一
轄
し
て
大
都
督
と
し
て
郷
兵
を
領
し
て
い
る
。
張
痛
の
率
募
し
た
郷
兵
は
、
呉
州
総
管
の
賀
若
弼
が
統
率
す
る
開
府
府
も

し
く
は
儀
同
府
麿
下
の
大
都
督
が
率
い
る
部
隊
と
し
て
間
諜
工
作
に
従
事
し
た
後
、
行
軍
総
管
と
な
っ
た
賀
若
弼
に
従
っ
て
出
陣
、
平
陳
の
役

で
も
大
い
に
戦
功
を
あ
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
奮
北
斉
領
の
南
境
、
陳
と
の
国
境
附
近
に
お
い
て
郷
兵
が
結
集
さ
れ
た
の
は
、
土
地

鑑
が
あ
り
水
戟
に
も
長
じ
た
地
元
の
兵
士
が
平
陳
戟
に
是
非
と
も
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
う
と
、
陳
が
滅
亡
し
て
し
ま
え
ば
、

彼
ら
の
必
要
性
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
開
皇
十
年
詔
に
さ
ら
さ
れ
た
張
荷
麿
下
の
郷
兵
達
は
、

い
っ
た
い
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
詔
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
凶
に
よ
っ
て
彼
ら
の
墾
田
籍
帳
は
一
般
編
戸
並
み
と
さ
れ
て
地
着
・
蹄
農
す
る
が
、
倒
の
定
め
に
よ
り
依
然

と
し
て
軍
府
の
統
領
は
受
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
陳
と
同
時
に
使
命
を
終
え
た
張
蒲
の
開
府
(
蝶
騎
)
府
に
は
、
仰
の
山
東
・
河

南
及
ぴ
北
方
縁
遠
の
地
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
軍
府
は
廃
止
す
る
と
の
附
帯
規
定
も
適
用
さ
れ
る
。
回
と
定
め
ら
れ
て
い
て
も
、
間
で
肝
心
の

軍
府
そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
れ
ば
統
領
の
さ
れ
よ
う
が
な
い
。
か
く
し
て
張
謂
麿
下
を
は
じ
め
と
す
る
同
地
の
郷
兵
達
に
は
、
凶
の
規
定
の
み

(ω) 

適
用
さ
れ
て
、
こ
こ
に
完
全
な
編
戸
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
奮
北
斉
領
南
境
地
域
の
郷
兵
部
隊
は
、
結
集
さ
れ
て
か
ら
長
く
見
て
も
十
年
ほ
ど
、
郷
里
の
近
郊
で
活
動
し
た
だ
け
で

あ
り
、
貌
末
の
争
乱
以
来
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
居
所
に
定
め
な
く
従
軍
縮
将
戦
し
た
と
記
さ
れ
る
兵
士
軍
人
と
の
聞
に
は
、
相
首
な
差
が
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
開
皇
十
年
詔
で
主
な
釘
象
と
さ
れ
、
員
つ
先
に
封
策
を
講
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
兵
士
と
は
誰
で
あ
っ
た
の
か

と
い
え
ば
、
『
周
書
』
巻
二
一
、
尉
遅
週
停
に
、
北
周
末
、
相
州
総
管
で
あ
っ
た
尉
遅
週
の
反
乱
時
の
様
子
を
惇
え
て
、

な

お

み

な

週
、
奮
よ
り
軍
躍
に
習
い
、
老
い
た
り
と
難
も
狛
甲
を
被
り
て
陣
に
臨
む
。
其
の
庭
下
の
千
兵
、
皆
開
中
人
に
し
て
、
之
れ
が
矯
め
に
力
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戦
す
。

と
あ
る
奮
北
斉
領
に
駐
留
す
る
「
闘
中
人
」
の
兵
士
で
あ
り
、
『
陪
主
日
』
巻
四

O
、
梁
士
彦
俸
に
、

梁
士
彦
、
字
は
相
如
、
安
定
烏
氏
の
人
な
り
:
:
:
。
周
の
世
に
軍
功
を
以
て
儀
同
三
司
を
奔
す
。
武
帝
将
に
東
夏
に
事
有
ら
ん
と
し
、
其

の
勇
決
な
る
を
聞
き
、
扶
風
郡
守
白
り
九
曲
鎮
特
に
除
す
:
:
:
。
後
に
武
帝
に
従
い
て
耳
目
州
を
抜
き
、
位
を
柱
固
に
進
め
、
使
持
節
・
耳
目

経
二
州
諸
軍
事
・
耳
目
州
刺
史
に
除
さ
る
。
帝
の
還
り
し
後
に
及
び
、
斉
の
後
主
親
し
く
六
軍
を
総
べ
て
之
れ
を
園
む
。
濁
り
孤
城
を
守
り
、

み
な

外
に
聾
援
無
く
、
衆
比
白
震
憧
す
る
も
、
士
彦
懐
慨
自
若
た
り
:
:
:
。
乃
ち
妻
妾
軍
民
の
子
女
を
し
て
、
主
旦
夜
城
を
修
め
し
め
、
三
日
に
し

て
就
る
。

と
あ
る
そ
の
家
族
達
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
兵
士
と
家
族
は
、
長
年
に
わ
た
り
辛
く
苦
し
い
従
軍
生
活
を
逸
っ
て
き
た
兵
戸
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら

を
い
つ
ま
で
も
給
養
し
て
い
て
は
固
家
財
政
が
匡
迫
さ
れ
、
か
と
い
っ
て
た
だ
解
放
し
た
の
で
は
、
た
だ
ち
に
失
業
問
題
と
壮
舎
不
安
を
引
き

55 

起
こ
す
。
こ
れ
ら
兵
戸
の
慮
遇
を
誤
っ
た
こ
と
が
、
あ
の
六
鎮
の
乱
の
引
き
金
と
な
っ
た
こ
と
を
、
武
川
鎮
の
流
れ
を
汲
む
陪
の
清
政
者
達
は
、

十
分
に
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

は
た
し
て
、
天
下
統
一
の
曙
光
の
見
え
始
め
た
聞
皇
五
(
五
八
五
)
年
、
陪
は
兵
戸
制
改
革
に
着
手
し
た
。
そ
れ
が
、
「
陪
主
目
』
巻
二
回
、
食

貨
志
、
聞
皇
五
年
五
月
の
係
に
、

是
こ
に
於
い
て
奏
し
て
諸
州
の
百
姓
及
び
軍
人
を
し
て
、
首
世
に
勘
課
し
、
共
に
義
倉
を
立
て
し
む
。

と
あ
る
義
倉
の
設
置
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
り
、
義
倉
で
の
農
業
生
産
に
軍
人
が
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
昔
時
未
だ
軍

人
が
百
姓
と
匝
別
さ
れ
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
兵
民
分
離
の
朕
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
陪
主
日
』
巻
二
五
、
刑
法
志
に
は
、

(
開
皇
)
五
年
、
侍
官
の
慕
容
天
遠
、
都
督
田
元
の
義
倉
を
官
請
す
る
を
糾
す
。
事
賓
な
れ
ど
も
始
平
牒
(
京
兆
郡
の
属
牒
)
律
生
の
輔
恩
、

丈
を
舞
わ
せ
て
天
遠
を
陥
れ
、
遂
に
更
め
て
反
坐
す
。
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と
あ
り
、
開
皇
五
年
に
確
か
に
義
倉
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
、

お
よ
び
都
督
が
義
倉
に
絡
む
不
正
に
手
を
染
め
、
そ
う
し
た
上
官
の
不
正
を
庭
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下
の
侍
官
が
知
り
得
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
都
督
・
侍
官
と
い
っ
た
兵
士
軍
人
が
、
義
倉
と
密
接
な
闘
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
裏
附
け

(
日
)

ら
れ
よ
う
。
欠
端
貰
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
義
倉
は
軍
府
所
在
地
に
置
か
れ
圃
家
が
深
く
掌
握
し
た
も
の
で
、
水
日
干
針
策
と
と
も
に
軍
糧
確
保

を
目
的
と
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
義
倉
が
設
置
さ
れ
た
地
域
と
し
て
は
、
前
掲
の
長
安
西
方
の
始
平
牒
の
ほ
か
、
『
陪
主
目
』
巻
二

回
、
食
貨
志
に
載
せ
る
開
皇
十
五
(
五
九
五
)
年
の
詔
に
、

又
、
北
境
の
諸
州
、
鈴
鹿
に
異
な
り
、
雲
・
夏
・
長
・
霊
・
瞳
・
蘭
・
豊
・
都
・
涼
・
甘
・
瓜
等
の
州
、
有
る
所
の
義
倉
の
雑
種
は
、
並

び
に
本
州
に
納
め
よ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
開
中
お
よ
び
そ
の
周
縁
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
昔
時
の
兵
士
軍
人
の
多
く
が
闘
中
人
で
、
こ
の
地
に
は
多
く
の
軍
府
が
集
中

的
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
符
合
す
る
賦
況
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
、
聞
皇
十
年
に
凶
と
定
め
ら
れ
た
軍
人
達
の
う
ち
、
開
中
残
留
部
隊
の

軍
人
は
、
開
皇
五
年
か
ら
軍
府
近
く
の
義
倉
を
介
し
て
農
業
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
、
比
較
的
容
易
に
地
着
・
蹄
農
が
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
奮
北
斉
領
な
ど
へ
汲
駐
さ
れ
て
い
た
軍
人
も
、
制
に
よ
る
軍
府
の
整
理
に
伴
い
、

そ
の
多
く
が
陪
の
本
撮
地
で
あ
り
か
っ
自
身
の
出
身

56 

地
で
も
あ
る
闘
中
へ
の
蹄
還
を
果
た
し
、
そ
の
地
着
・
蹄
農
も
こ
の
義
倉
を
核
に
進
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
日
的
は
、

さ
す
ら
い
の
兵
戸
を
安
堵
す
る
こ
と
を
第
一
と
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
北
周
末
に
尉
遅
、
週
ら
の
反
乱
を
経
験
し
て
い

た
楊
堅
と
し
て
は
、
外
軍
総
管
府
下
に
多
数
の
軍
府
兵
力
が
掌
握
さ
れ
て
い
る
拭
況
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
機
に
そ
れ
ら
軍
府
を

(
位
)

闘
中
に
移
し
、
中
央
直
轄
と
す
る
の
は
首
然
の
政
策
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
聞
皇
十
年
詔
は
、
流
寓
の
兵
戸
を
開
中
周
遣
の
地
に
地
着
・
掃
農
せ
し
め
、

一
般
編
戸
並
み
と
す
る
こ
と
を
定
め
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
相
官
大
規
模
で
あ
っ
た
と
預
相
心
さ
れ
る
こ
の
兵
制
改
革
が
、

一
片
の
詔
救
で
ど

こ
ま
で
賓
現
し
得
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
陪
童
日
」
在
四

O
、
王
誼
停
に
、
開
皇
初
の
こ
と
と
し
て
、

太
常
卿
の
蘇
威
、
議
を
立
て
て
以
矯
へ
ら
く
、
戸
口
滋
々
多
く
し
て
、
民
田
贈
ら
ざ
れ
ば
、
功
臣
の
地
を
減
じ
て
以
て
民
に
給
さ
ん
と
欲

す
、
と
。
誼
、
奏
し
て
日
く
:
:
:
、
何
ぞ
人
田
の
足
ら
ざ
る
有
る
を
患
え
ん
や
、
と
。
上
、
之
れ
を
然
り
と
し
、
寛
に
威
の
議
を
寝
む
。



と
あ
る
よ
う
に
、
人
口
増
加
に
よ
る
給
田
の
困
難
な
状
況
が
、
開
皇
初
か
ら
績
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
兵
戸
に
は
「
兵
符
及
び
諸
簿
書

等
」
(
「
周
圭
目
』
巻
十
二
、
斉
渇
王
憲
惇
)
と
し
て
兵
籍
が
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
、
籍
帳
の
作
成
は
可
能
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

一
般
編
戸

す
ら
満
足
な
給
田
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
時
期
に
、
同
町
郷
軍
人
へ
の
新
た
な
給
田
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
れ
ば
、
開
皇
十
年
詔
の
改
革
は
、

一
朝
一
夕
に
賓
現
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
編
籍
・
給
田
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
倒
で
軍
府
の
統
領
は
い
ま
ま
で
ど
お
り
と
規
定
さ
れ
た
が
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
軍
府

(

間

山

)

が
兵
士
を
統
轄
す
る
車
な
る
組
織
で
は
な
く
、
防
御
施
設
を
有
す
る
軍
事
擦
貼
・
城
塞
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

念
頭
に
倒
の
賓
態
を
考
え
て
み
る
と
、
流
寓
生
活
の
果
て
に
闘
中
へ
蹄
還
し
た
兵
士
軍
人
は
、
開
中
に
再
配
置
さ
れ
た
軍
府
の
周
遣
、
特
に
勤

務
に
便
利
な
軍
府
の
城
下
に
住
み
、
平
時
に
は
軍
府
に
上
番
し
て
警
備
に
あ
た
り
、
戦
時
に
は
動
員
さ
れ
て
編
成
軍
の
一
翼
を
捨
わ
さ
れ
た
が
、

そ
う
し
た
軍
役
負
捨
は
「
宜
し
く
奮
式
に
依
」

っ
て
全
く
い
ま
ま
で
と
同
じ
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
措
置
は
、
首
然
な
が
ら
兵
士

57 

一
人
一
人
に
で
は
な
く
、
各
郷
兵
部
隊
ご
と
に
集
圏
と
し
て
遁
用
・
賓
施
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
軍
府
の
周
遣
に
は
い
く
つ
か
の
集

落
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
新
た
な
集
落
に
は
、
彼
ら
が
長
年
同
じ
主
帥
に
従
っ
て
轄
戟
す
る
な
か
で
形
成
さ
れ
た
一
種
濁
特
な
一
瞳

感
が
、
構
成
員
を
結
び
つ
け
る
紐
帯
と
し
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
集
落
で
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
も
と
の
主
帥
や

そ
の
将
校
で
あ
り
、
彼
ら
が
い
ま
ま
で
ど
お
り
軍
府
の
府
主
や
僚
属
を
務
め
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
考
察
し
た
よ
う
に
、
開
皇
十
年
詔
は
一
種
の
復
員
令
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
軍
隊
の
睦
制
は
い
ち
お
う
戦
時
か
ら
平
時
へ
と
移
行

し
、
軍
人
は
戦
地
・
敵
地
か
ら
開
中
へ
の
時
還
が
許
さ
れ
た
。
し
か
し
、
軍
人
は
退
役
さ
せ
て
貰
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
と
も
す
れ

ば
賎
民
視
さ
れ
る
兵
戸
と
い
う
特
殊
身
分
か
ら
は
解
放
さ
れ
、
戦
闘
の
機
舎
も
減
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
日
常
の
勤
務
は
ま
っ
た
く
い
ま
ま

で
と
同
様
で
あ
っ
た
。
奮
北
斉
領
で
軍
府
を
廃
止
さ
れ
た
場
所
ゃ
、
も
と
も
と
軍
府
が
置
か
れ
な
か
っ
た
地
域
の
人
は
決
し
て
負
捨
す
る
こ
と

の
な
い
、
軍
府
の
兵
と
し
て
の
軍
役
を
、
そ
の
後
も
一
身
に
背
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
農
民
と
し
て
の
自
活
を
保
障
す
る
給
回
は
満
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足
に
行
わ
れ
ず
、
凶
の
「
墾
田
籍
帳
は
、

一
に
民
と
同
じ
」
は
建
前
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
軍
人
達
は
長
年
各
地
を
韓
戟
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し
た
仲
間
と
と
も
に
集
圏
的
共
同
生
活
を
昔
み
つ
つ
、

一
朝
有
事
の
際
に
も
集
圏
と
し
て
従
軍
し
た
可
能
性
が
高
い
。

つ
ま
り
前
節
ま
で
に
考

察
し
た
二
十
四
軍
制
に
見
ら
れ
た
擬
制
的
部
落
兵
制
と
し
て
の
性
格
の
方
も
ま
た
、
根
本
的
な
嬰
化
は
被
ら
ず
に
櫨
績
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
開
皇
十
年
詔
前
後
の
推
移
を
見
た
時
に
連
想
さ
れ
る
の
が
、
有
名
な
北
貌
の
「
部
族
解
散
」
政
策
で
あ
る
。
「
部
族
解
散
」
を
め

ぐ
っ
て
は
、
「
親
書
』
巻
八
三
上
、
賀
前
俸
に
、

前
、
太
租
に
従
い
て
中
原
を
平
ら
げ
、
安
遠
将
軍
を
奔
す
。
其
の
後
、
諸
部
を
離
散
し
、
土
を
分
か
ち
て
居
を
定
め
、
遷
徒
す
る
を
聴
さ

み
な

ず
、
其
の
君
長
大
人
は
皆
編
戸
に
同
じ
う
す
。
前
、
元
自
男
な
る
を
以
て
、
甚
だ
隼
重
せ
ら
る
。
然
れ
ど
も
統
領
す
る
無
し
。
書
を
以
て
家

こ矢、〆コ
7
D

。
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と
あ
る
ほ
か
、
二

l
一
一
一
の
零
細
な
史
料
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
あ
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
を
整
理
す
る
と

(
悦
)

と
も
に
、
新
た
な
見
解
を
示
さ
れ
た
の
が
太
田
稔
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
か
ね
て
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
前
秦
存
堅
に
よ
る
「
部
族
解
散
」

の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
這
武
帝
に
よ
っ
て
賓
行
さ
れ
た
「
部
族
解
散
」
は
、
支
配
下
に
牧
め
た
部
族
連
合
馳
胞
を
各
部
族
軍
位
へ
と
分
割

58 

(
「
離
散
諸
部
」
)
し
、
居
住
地
を
定
め
(
「
分
土
定
居
、
不
聴
遷
徒
」
)
、
そ
の
所
在
地
や
規
模
を
把
握
し
て
税
役
を
課
す
(
「
皆
同
編
戸
」
)
も
の
で
あ

り
、
北
貌
の
存
亡
を
か
け
た
中
原
子
定
戦
の
後
に
論
功
行
賞
を
行
い
、
各
部
族
を
戦
闘
拭
態
か
ら
平
時
の
状
態
に
戻
し
た
至
極
官
然
な
戦
後
慮

理
と
の
一
面
を
有
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
だ
ま
だ
異
論
は
あ
ろ
う
が
、
「
貌
室
田
』

の
描
く
中
園
王
朝
と
し
て
の
北
貌
像
に
束
縛
さ
れ
が

ち
で
あ
っ
た
、
均
田
制
と
勘
農
政
策
、
部
族
民
か
ら
皇
帝
の
編
民
へ
、
と
い
っ
た
奮
来
の
通
説
的
な
「
部
族
解
散
」
理
解
を
超
え
た
説
得
的
な
説

だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
本
節
で
検
討
し
て
き
た
開
皇
十
年
詔
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
非
常
に
良
く
似
た
朕
況
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

開
皇
十
年
詔
の
凶
の
「
一
に
民
と
同
じ
」
の
部
分
は
、
兵
戸
と
し
て
軍
隊
で
集
園
生
活
を
迭
っ
て
い
た
兵
士
が
、
均
田
法
に
基
づ
い
て
給
田
さ
れ
、

個
別
の
編
戸
と
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
満
足
な
田
土
は
給
さ
れ
ず
、
従
前
通
り
郷
兵
集



圏
と
し
て
の
紐
帯
を
残
し
つ
つ
、
軍
府
の
兵
と
し
て
の
軍
役
を
捨
っ
た
賓
態
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
部
族
解
散
」
に
お
け
る
「
皆
同
編
戸
」
を
ど
う

解
轄
す
る
の
か
と
通
じ
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た
倒
の
「
軍
府
統
領
」
と
賀
前
俸
の
「
然
無
統
領
」
の
聞
に
は
、
用
語
の
偶
然
の
一
致
に
止
ま
ら

(
日
)

ず
、
賓
態
に
お
い
て
通
底
す
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
制
の
新
置
軍
府
の
麿
止
措
置
を
巨
覗
的
に
見
れ
ば
、
各
地
を
輔
将
戦
し
て
き

た
郷
兵
集
圏
を
、
戦
後
庭
理
の
一
環
と
し
て
開
中
各
地
に
「
八
刀
土
定
居
」
さ
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
太
田
氏
は
、
「
部
族
解
散
」
は
遁
武
帝

が
史
上
初
め
て
賓
施
し
た
も
の
で
は
な
く
、
北
貌
以
前
に
も
よ
く
あ
る
決
し
て
珍
し
く
な
い
政
策
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く

そ
れ
は
北
親
以
後
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
鮮
卑
の
惇
統
を
受
け
継
い
だ
擬
制
的
部
落
兵
制
と
し
て
運
用
さ
れ
て
き
た
二
十
四
軍
制
が
、
開
皇
十
年

詔
の
前
後
を
通
じ
て
一
定
の
饗
化
は
被
っ
た
が
、
そ
の
本
質
的
な
在
り
方
は
維
持
し
た
ま
ま
開
皇
年
間
後
牛
を
迎
え
た
こ
と
は
、
中
原
平
定
を

進
め
つ
つ
部
族
制
圃
家
か
ら
の
脱
皮
を
模
索
し
て
い
た
昔
時
の
北
貌
の
状
況
と
、
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
検
討
す
べ
き
は
そ

の
後
の
展
開
で
あ
る
が
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

む

す

び

59 

以
上
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

て
二
十
四
軍
の
兵
力
を
構
成
し
た
在
地
の
軍
事
集
圏
は
、
時
間
的
に
も
地
域
的
に
も
種
族
的
に
も
極
め
て
多
様
な
存
在
で
あ
り
、
闘
臨
の

漢
族
郷
兵
は
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

二
、
西
貌
・
北
周
に
お
い
て
は
、
在
地
豪
族
に
兵
力
の
結
集
を
委
ね
、
こ
れ
を
擬
制
的
な
部
落
兵
と
し
て
運
用
す
る
方
法
が
、
敢
え
て
選

揮
・
賓
施
さ
れ
績
け
た
。

三
、
二
十
四
軍
と
い
う
巨
大
な
軍
事
機
構
の
統
轄
を
可
能
に
し
て
い
た
濁
特
の
制
度
と
し
て
、
北
貌
の
内
官
の
系
譜
を
継
ぐ
親
信
・
庫
員
と

い
っ
た
側
近
集
園
の
存
在
が
あ
っ
た
。

253 

四
、
以
上
の
特
徴
か
ら
見
れ
ば
、

二
十
四
軍
制
は
鮮
卑
の
停
統
に
支
え
ら
れ
た
擬
制
的
部
落
兵
制
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
、
遊
牧
軍
制
の
系
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譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
軍
制
で
あ
る
と
い
え
る
。

わ
ら
ず
に
維
持
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
開
皇
十
年
詔
は
、
長
年
従
軍
し
て
き
た
軍
事
集
圏
を
闘
中
に
定
住
さ
せ
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
た
が
、
そ
の
後
も
本
質
的
な
部
分
は
嬰

る
覗
貼
が
求
め
ら
れ
る
。

六
、
聞
皇
十
年
詔
と
北
貌
の
「
部
族
解
散
」
政
策
に
は
通
底
す
る
部
分
が
あ
り
、
そ
の
賓
態
解
明
に
あ
た
っ
て
は
、
相
互
に
比
較
・
検
討
す

+
Z
 

-=-回(
1
)

演
口
重
園
「
府
兵
制
度
よ
り
新
兵
制
へ
」
(
『
史
筆
雑
誌
』
四
一
ー
ー

二
・
一
二
、
一
九
三

O
年
。
同
氏
著
『
秦
漢
陪
唐
史
の
研
究
』
上

巻
、
束
京
大
挙
出
版
舎
、
一
九
六
六
年
、
再
録
)
、
同
「
西
貌
の
二

十
四
軍
と
儀
同
府
」
(
『
東
方
向
学
報
』
東
京
、
八
・
九
、
一
九
三
八
・

三
九
年
。
同
氏
著
前
掲
書
再
録
)

0

(
2
)

気
賀
淳
保
規
『
府
兵
制
の
研
究
|
|
府
兵
兵
士
と
そ
の
枇
合
同

|
|
』
(
同
朋
舎
、
一
九
九
九
年
)
。

(
3
)

谷
川
道
雄
『
増
補
陪
唐
帝
図
形
成
史
論
』
(
筑
摩
書
房
、
一
九

九
八
年
)
、
四
五
五
百
一
。

(
4
)

渡
透
信
一
郎
「
唐
代
前
期
に
お
け
る
農
民
の
軍
役
負
捨
」
(
「
京
都

府
立
大
学
皐
術
報
告
』
人
文
・
枇
合
、
五
五
、
二

O
O
三
年
)

0

(
5
)

陳
寅
路
『
陪
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
』
(
一
一
一
聯
書
応
、
一
九
五
四
年
)
、

六
「
兵
制
」

0

(
6
)

川
本
芳
昭
「
胡
族
園
家
」
(
「
貌
耳
目
南
北
朝
陪
唐
時
代
史
の
基
本
問

題
』
汲
占
書
院
、
一
九
九
七
年
。
同
氏
著
「
貌
耳
目
南
北
朝
時
代
の
民

族
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
、
改
題
再
録
)
。

(
7
)

漬
口
、
前
掲
書
、
二
三
七
頁
。

(
8
)

谷
霧
光
『
府
兵
制
度
考
稽
』
(
上
海
人
民
山
川
版
壮
、
一
九
六
二
年
)
、

お
よ
び
菊
池
英
夫
「
批
許
と
紹
介
谷
雰
光
著
一
府
兵
制
度
考
穆
」

(
『
東
洋
皐
報
』
四
六
二
、
一
九
六
三
年
)
。

(
9
)

拙
稿
「
唐
代
兵
制
H
H

府
兵
制
の
概
念
成
立
を
め
ぐ
っ
て
|
|
唐
・

李
繁
『
郭
佼
家
停
』
の
史
料
的
性
格
と
位
置
づ
け
を
中
心
に
|
|
」

(
『
史
観
』
今
回
七
、
二

0
0
二
年
)
。

(
日
)
二
十
四
軍
の
成
立
に
関
わ
る
「
唐
募
(
閥
院
)
豪
右
」
政
策
(
後

連
)
を
、
「
絞
上
の
地
方
(
主
と
し
て
闘
中
の
中
部
及
び
西
部
)
か

ら
土
着
民
を
取
っ
て
兵
士
と
潟
し
、
其
の
統
卒
者
に
は
彼
等
と
馴
染

み
深
い
土
着
の
豪
右
を
以
っ
て
す
る
」
ょ
う
命
じ
た
も
の
と
解
轄
し

た
漬
口
説
(
漬
口
、
前
掲
書
、
二
三

O
頁
)
を
、
気
賀
淳
保
規
氏
が

「
(
「
庚
募
豪
右
」
政
策
の
賓
施
さ
れ
た
)
大
統
九
年
以
降
、
漢
族
農

民
か
ら
な
る
郷
兵
が
本
格
的
に
結
集
さ
れ
、
園
山
阜
の
主
力
を
占
め
る

に
至
る
」
と
要
約
さ
れ
て
い
る
の
は
(
気
賀
淳
、
前
掲
書
、
三

O

頁
)
、
こ
う
し
た
理
解
を
一
が
す
代
表
的
な
研
究
で
あ
る
。
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(
日
)
前
島
佳
孝
「
凶
貌
・
八
柱
園
の
序
列
に
つ
い
て
|
|
唐
初
編
纂
奉

救
撰
正
史
に
於
け
る
唐
皇
租
の
記
述
様
態
の
ム
事
例
|
|
」
(
『
史
皐

雑
誌
』
一

O
八
|
八
、
一
九
九
九
年
)

0

(
ロ
)
山
下
将
司
「
唐
初
に
お
け
る
『
貞
観
氏
族
志
』
の
編
纂
と
「
八
柱

園
家
」
の
誕
生
」
(
『
史
朗
宇
雑
誌
』
一
一
一
一
一
、
二

O
O
二
年
)
。

(
日
)
例
え
ば
、
雨
史
料
に
は
「
(
ん
小
朱
)
築
の
敗
れ
し
後
、
此
の
官

(
柱
岡
大
将
軍
)
紘
一
に
援
さ
る
」
と
あ
る
が
、
ん
小
朱
楽
死
後
に
ん
小
朱

兆
が
柱
園
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
(
川
本
、
前
掲
書
、
四
O
六

頁
を
参
照
)
0

こ
う
し
た
事
賓
誤
認
を
は
じ
め
と
し
て
、
杜
撰
な
作

文
の
跡
は
枚
翠
に
暇
が
な
い
。

(
日
)
こ
の
十
二
軍
に
つ
い
て
は
、
湯
勤
一
脂
「
閥
子
字
文
泰
初
置
十
二
軍

的
若
干
問
題
」
(
『
復
印
報
刊
資
料
貌
耳
目
南
北
朝
陪
唐
史
』
一
九
九

一
九
)
に
詳
し
い
。

(
日
)
な
お
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
六
九
、
陳
紀
三
、
文
帝
天
嘉
五
(
五

六
四
)
年
の
僚
に
も
常
該
文
が
見
え
て
い
る
。
胡
注
を
参
考
に
し
て

訓
み
下
せ
ば
、
「
二
十
四
軍
及
び
左
右
府
に
散
隷
す
る
秦
・
隣
・

巴
・
局
の
兵
、
井
び
に
莞
・
胡
の
内
附
す
る
者
、
凡
そ
二
三
一
)
十

寓
人
を
徴
す
」
と
な
る
が
、
『
周
書
」
本
文
と
は
か
な
り
の
異
同
が

あ
る
の
で
、
相
互
に
参
照
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
日
)
『
周
書
』
巻
五
、
武
帝
紀
上
、
建
徳
元
(
五
七
二
)
年
十
一
月
内

午
、
同
二
年
十
一
月
平
巳
、
同
三
年
十
一
月
己
巳
・
十
二
月
発
卯
な

ど
の
各
候
、
お
よ
び
同
二
年
六
月
の
「
大
い
に
諮
軍
の
将
帥
を
選
び
、

:
:
:
諸
軍
の
将
を
集
め
、
局
(
っ
と
)
め
る
に
戎
事
を
以
て
す
」
と
あ

る
記
事
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ち
な
み
に
、
本
文
の
「
短
衣
」
は
、
短

衣
窄
袖
の
胡
服
、
す
な
わ
ち
戦
闘
服
を
指
す
か
。

(
口
)
王
其
緯
・
周
暁
薮
編
著
『
陪
代
墓
志
銘
蒙
考
②
」
(
線
装
童
目
局
、

二
O
O七
年
)
、
園
版
二
二
三
を
参
照
。

(
国
)
気
賀
淳
、
前
掲
書
、
二
七
頁
の
推
計
を
参
照
。

(
日
)
谷
川
道
雄
「
西
貌
二
十
四
軍
の
成
立
と
豪
族
枇
曾
」
(
「
東
洋
史

苑
』
四
0
・
四
一
、
一
九
九
三
年
。
同
氏
著
前
掲
書
再
録
)

0

(
鈎
)
菊
池
英
夫
「
北
朝
軍
制
に
於
け
る
所
謂
郷
兵
に
つ
い
て
」
(
『
重
松

先
生
古
稀
記
念
九
州
大
墜
東
洋
史
論
叢
」
九
州
大
墜
文
向
学
部
東
洋
史

研
究
室
、
一
九
五
七
年
)
、
谷
川
道
雄
「
北
朝
末
期
の
郷
兵
に
つ
い

て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二

O

四
、
一
九
六
二
年
。
同
氏
著
前
掲
書

改
題
再
録
)
、
お
よ
び
窪
添
慶
文
「
貌
耳
目
南
北
朝
に
お
け
る
地
方
官

の
本
籍
地
任
用
に
つ
い
て
(
一
)
(
一
一
)
」
(
『
史
的
学
雑
誌
」
八
三

一
・
二
、
一
九
七
四
年
。
同
氏
著
『
貌
音
南
北
朝
官
僚
制
研
究
」
汲

古
書
院
、
二

O
O
三
年
、
再
録
)
な
ど
。

(
円
以
)
賓
の
と
こ
ろ
、
郷
兵
集
圏
が
二
十
四
軍
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
を
、

簡
明
直
裁
に
一
不
す
史
料
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
先
皐
の
多
く
が
認

め
る
と
お
り
(
試
賀
淳
、
前
掲
書
、
六
九
頁
の
整
理
を
参
照
)
、
こ

の
黙
は
ま
ず
動
か
し
が
た
い
事
賓
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
こ

の
司
馬
育
に
つ
い
て
い
え
ば
、
西
貌
(
二
十
四
軍
)
の
本
擦
地
で
あ

る
開
中
に
移
住
し
、
そ
の
後
、
各
地
を
韓
戦
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ

び
前
述
し
た
二
十
四
軍
の
編
成
過
程
で
現
れ
た
「
統
領
郷
兵
」
政
策

は
、
お
お
む
ね
大
統
八
!
十
四
年
頃
に
か
け
て
、
帥
都
督
の
軍
職
・

資
格
を
持
つ
者
に
よ
っ
て
賓
行
さ
れ
た
と
い
う
が
(
谷
川
、
前
掲
書
、

四
三
六
頁
)
、
司
馬
育
も
こ
れ
に
該
賞
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
司
馬

寓
同
の
率
い
る
義
衆
は
二
十
四
軍
に
編
入
さ
れ
た
と
推
定
し
て
間
違
い

な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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(
幻
)
な
お
、
在
地
の
軍
事
集
圏
は
地
元
で
こ
そ
本
領
を
愛
揮
し
、
基
本

的
に
勝
手
な
移
動
は
許
さ
れ
ず
(
窪
添
、
前
掲
書
、
一
会
二
七
頁
)
、

自
ら
も
他
郷
へ
の
遠
征
は
徹
底
的
に
嫌
う
の
が
普
通
で
あ
る
(
円
野

開
三
郎
『
唐
末
五
代
初
自
衛
義
軍
考
』
上
篇
、
一
九
八
四
年
、
一
1
(

二
頁
)
。
司
馬
主
聞
が
東
西
に
轄
戦
し
得
た
の
は
、
こ
の
頃
の
河
内
司

馬
氏
が
必
ず
し
も
郷
里
に
根
附
い
た
存
在
で
は
な
く
(
堀
内
淳
一

「
北
貌
に
お
け
る
河
内
司
馬
氏
|
|
北
朝
貴
族
枇
舎
と
南
朝
か
ら
の

亡
命
者
|
|
」
『
史
挙
雑
誌
』
一
一
九
|
九
、
二

O
-
O年
)
、
本
籍

地
の
河
内
も
東
貌
に
失
陥
し
て
い
て
僑
郡
住
ま
い
で
あ
り
、
そ
の
音
叫

昧
で
移
動
が
比
較
的
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
因
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
小
尾
孝
夫
「
南
朝
宋
奔
時
期
の
岡
軍
健
制
と
僑
州
南
徐

州
」
(
『
唐
代
史
研
究
』
二
二
、
二

O
一
O
年
)
に
よ
れ
ば
、
南
朝
で

は
無
責
土
僑
郡
民
が
軍
役
徴
援
の
釘
象
と
な
り
、
戦
力
的
に
大
き
な

比
重
を
占
め
て
い
た
と
い
う
。
人
口
移
動
の
激
し
い
南
北
朝
期
の
兵

力
の
賓
態
と
し
て
、
北
朝
に
も
逼
じ
る
部
分
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
漬
口
、
前
掲
書
、
二
一
五
・
二
一
二
・
二
二
六
頁
ほ
か
参
照
。

(
川
此
)
魯
西
奇
「
西
貌
北
周
時
代
グ
山
南
が
的
グ
方
隅
古
家
族
。
」
(
「
中
園

史
研
究
』
二

O
O九
一
)

0

(
お
)
馬
長
毒
「
碑
銘
所
見
前
秦
ぶ
土
陪
初
的
関
中
部
族
」
(
中
華
書
局
、

一
九
八
五
年
)
o

な
お
、
同
書
に
は
、
翻
詳
稿
『
碑
刻
史
料
か
ら
み

た
前
秦
陪
初
期
の
閥
中
部
族
」
(
代
表
・
気
賀
浮
保
規
、
平
成
十
五

[
十
七
年
度
科
研
費
報
告
書
、
二

O
O
五
年
)
が
あ
り
便
利
で
あ
る
。

(
お
)
粂
一
小
充
明
「
尽
族
存
氏
・
日
氏
に
闘
す
る
石
刻
史
料
」
(
気
賀
淳

保
規
編
『
中
園
石
刻
資
料
と
そ
の
枇
舎
|
|
北
朝
陪
唐
期
を
中
心
に

|
|
』
明
治
大
準
東
ア
ジ
ア
石
刻
文
物
研
究
所
・
汲
古
書
院
、
二

O

O
七
年
)

0

(
幻
)
毛
漠
光
「
西
貌
府
兵
史
論
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集

刊
』
五
八
一
一
寸
会
九
八
七
年
。
同
氏
著
『
中
国
中
古
政
治
史
論
』

聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
九

O
年
、
再
録
)
、
二
一
四
頁
。

(
お
)
谷
川
、
前
掲
書
、
四
四
九
頁
。

(
却
)
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
山
下
将
司
「
新
出
土
史
料
よ
り
見
た
北

朝
末
・
唐
初
間
ソ
グ
ド
人
の
存
在
形
態
|
|
国
原
町
土
史
氏
某
誌
を

中
心
に
|
|
」
(
「
唐
代
史
研
究
』
七
、
二

O
O
四
年
)
を
奉
げ
る
に

止
め
る
。

(
初
)
こ
の
建
徳
一
一
一
年
詔
の
解
稽
を
め
ぐ
っ
て
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
見

解
が
異
な
る
が
、
こ
の
蛤
に
つ
い
て
も
、
白
熱
賀
津
保
規
「
前
期
府
兵

制
研
究
序
説
ー
ー
そ
の
成
果
と
論
黙
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
法
制
史

研
究
』
四
二
、
一
九
九
三
年
。
同
氏
著
前
掲
書
再
録
)
で
整
理
さ
れ

て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

(
況
)
谷
川
、
前
掲
書
、
一
二
八
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
「
北
鎖
・
闘

障
の
郷
兵
集
圏
」
に
河
東
・
河
南
な
ど
の
郷
兵
集
圏
の
一
部
も
加
え

ら
れ
る
こ
と
は
、
本
文
で
遮
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

(
沼
)
拙
稿
「
北
朝
末
期
の
『
部
曲
』
に
つ
い
て
」
(
『
史
滴
』
二
二
、
二

0
0
0年
)

0

(
お
)
渡
逢
前
掲
往

(
4
)
論
文
、
お
よ
び
気
賀
淳
保
規
「
了
兵
制
の
性

格
と
そ
の
展
開
|
|
西
貌
大
統
十
三
年
文
書
の
負
捨
樫
系
の
再
検
討

|
|
」
(
川
勝
義
雄
・
砺
波
護
編
『
中
園
貴
族
制
祉
舎
の
研
究
」
京

都
大
挙
人
文
科
向
学
研
究
所
、
一
九
八
七
年
。
同
氏
著
前
掲
書
再
録
)

を
参
照
。

(
社
)
気
賀
淳
保
規
「
東
貌
北
奔
政
権
下
の
郷
兵
集
圏
」
(
同
氏
著
前
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掲
書
所
収
)
。

(
お
)
『
北
朝
築
制
史
の
研
究
|
|
『
貌
主
目
』
然
志
を
中
心
に
|
|
』

(
代
表
・
波
透
信
一
郎
、
平
成
十
六
1
十
九
年
度
科
研
費
報
告
書
、

二
0
0
八
年
)
、
七
O
頁。

(
お
)
呂
春
盛
『
閥
院
集
圏
的
権
力
結
構
演
饗
|
|
西
貌
北
周
政
治
史
研

究
』
(
稲
郷
出
版
祉
、
二

O
O
二
年
)
、
二
六
頁
。

(
釘
)
関
連
す
る
研
究
は
多
い
が
、
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
佐
川
英
治

「
孝
武
西
逗
と
凶
姓
賜
奥
|
|
六
世
紀
華
北
の
民
族
と
政
治
|
|
」

(
『
凶
山
大
皐
文
撃
部
紀
要
』
一
一
一
八
、
二

O
O
二
年
)
を
翠
げ
る
に

止
め
た
い
。

(
お
)
川
本
、
前
掲
書
、
四
O
一頁。

(
刊
日
)
拙
稿
「
惰
同
期
帝
期
府
兵
制
の
再
検
討
|
|
線
管
制
廃
止
と
都
尉
官

設
置
に
つ
い
て
|
|
」
(
『
早
稲
出
大
皐
大
皐
院
文
皐
研
究
科
紀
要
」

第
四
五
輯
第
四
分
冊
、
二

0
0
0年
)

0

(
川
町
)
谷
、
前
掲
書
、
三
九
頁
。

(
社
)
関
連
す
る
研
究
は
多
い
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
川
本
芳
昭

「
北
貌
文
成
帝
南
巡
碑
に
つ
い
て
」
(
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
一
一

八
、
二

0
0
0年
)
、
松
下
憲
一
「
北
貌
石
刻
史
料
に
見
え
る
内
朝

官
|
|
「
北
貌
文
成
帝
南
巡
碑
」
の
分
析
を
中
心
に
」
(
『
北
大
史

的
学
』
四
O
、
二

0
0
0年
。
同
氏
著
『
北
貌
胡
族
龍
制
論
』
北
海
這

大
向
学
出
版
舎
、
二

O
O
七
年
、
再
録
)
の
二
編
を
奉
げ
る
に
止
め
た

(
必
)
川
本
、
前
掲
書
、
一
一
一
一
頁
。

(
幻
)
陳
、
前
掲
書
、
六
「
兵
制
」
、
お
よ
び
呂
、
前
掲
書
、
第
四
章

「
字
文
泰
親
信
集
圏
輿
貌
周
革
命
」
な
ど
。

(
必
)
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
曾
我
部
静
雄
「
日
唐
の
僚
人
制
」
(
『
雲

林
』
五
五
、
一
九
五
四
年
)
、
菊
池
英
夫
「
六
朝
軍
帥
の
親
軍
に

つ
い
て
の
一
考
察
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
八
|
一
、
一
九
五
九
年
)

を
参
照
。

(
必
)
劉
蓮
芳
・
王
京
陽
「
北
刷
成
忠
際
開
園
公
茄
洪
墓
志
考
穆
」
(
『
考

古
陶
ハ
文
物
』
二

O
O
二
年
漠
唐
考
士
円
増
刊
)
、
韓
理
洲
輯
校
編
年

『
全
陪
文
補
遺
』
(
一
一
一
秦
出
版
祉
、
二

O
O
四
年
)
、
八
三
頁
を
参
照
。

(
必
)
中
園
科
向
学
院
考
士
門
研
究
所
編
著
「
西
安
郊
匝
陪
唐
墓
』
(
科
墜
出

版
祉
、
一
九
六
六
年
)
、
九
三
・
一

O
六
l
七
頁
、
お
よ
び
前
出

『
全
陪
文
補
選
』
、
一
四
五
一
貝
を
参
照
。

(
U
)

前
出
『
陪
代
墓
志
銘
柔
考
③
』
、
園
版
二
七
四
を
参
照
。

(
刊
日
)
西
嶋
定
生
「
中
園
古
代
帝
岡
成
立
の
一
考
察
|
|
漢
の
高
組
と
そ

の
功
臣
|
|
」
(
「
歴
史
皐
研
究
』
一
四
一
、
一
九
四
九
年
)

0

(
必
)
川
本
前
掲
注
(
社
)
論
文
、
三
五
1
七
頁
。

(
叩
)
白
鳥
庫
吉
「
東
胡
民
族
考
」
(
『
白
鳥
庫
吉
全
集
4
」
岩
波
書
庖
、

一
九
七
O
年
)
、
一
七
O
l
一頁。

(
日
)
池
出
温
「
唐
刺
庭
遇
外
族
官
制
略
考
」
(
唐
代
史
研
究
舎
編
『
陪

唐
帝
国
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
汲
士
門
書
院
、
一
九
七
九
年
)
、
二
七
一

頁
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
庫
直
・
庫
員
に
言
及
す
る
論
考
は
い
く
つ
か

あ
る
が
、
巌
耀
中
「
唐
初
期
的
庫
員
奥
察
非
抜
遮
論
」
(
『
史
林
』
一
一

0
0
三
一
)
は
多
く
の
昔
、
例
を
あ
げ
て
、
庫
員
が
北
貌
・
北
斉
・

陪
・
唐
と
継
承
さ
れ
た
鮮
卑
系
の
官
職
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る

の
で
参
照
の
こ
と
。

(
臼
)
呉
鋼
主
編
・
張
市
編
著
『
昭
陵
碑
石
』
(
三
秦
出
版
枇
、

三
年
)
、
七
三
・
二

O
一
頁
を
参
照
。
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(
臼
)
ソ
グ
ド
人
墓
誌
研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
「
ソ
グ
ド
人
漢
文
幕
誌
諜
注

(
5
)
固
原
山
山
土
「
史
索
巌
墓
誌
」
(
唐
・
額
慶
三
年
)
」
(
『
史
滴
」

三
O
、
二

O
O
八
年
)
を
参
照
。

(
日
)
山
下
将
司
「
陪
・
唐
初
の
河
西
ソ
グ
ド
人
軍
園
|
|
天
理
園
書
館

寂
『
文
館
詞
林
』
「
安
修
仁
墓
碑
銘
」
残
巻
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」

(
「
東
方
皐
』
一
一

O
、
二

O
O
五
年
)

0

(
日
)
拙
稿
前
掲
注
(
刊
日
)
論
文
、
前
掲
注
(
日
)
誇
注
の
考
察
「
陪
の

都
尉
官
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

(
日
)
越
蔦
里
編
「
漢
貌
南
北
朝
某
誌
集
稗
』
(
科
学
出
版
祉
、
一
九
五

六
年
)
、
岡
版
四
九
三
ほ
か
参
照
。

(
日
)
こ
こ
で
是
非
と
も
附
言
し
て
お
き
た
い
の
が
、
本
稿
で
論
じ
た
北

貌
の
内
官
や
そ
の
系
譜
を
引
く
で
あ
ろ
う
親
信
・
庫
異
と
、
モ
ン
ゴ

ル
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
怯
醇
(
ケ
シ
ク
と
と
の
類
似
性
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
川
本
芳
昭
氏
が
指
摘
し
て
お
ら

れ
る
ほ
か
(
川
本
、
前
掲
書
、
二
七
六
・
五
六
七
頁
)
、
大
阪
大
学

の
森
安
孝
夫
教
授
か
ら
は
、
庫
量
(
を
は
じ
め
と
し
て
「
員
(
ー
す
る

人
の
意
)
」
で
終
わ
る
稽
競
は
鮮
卑
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

同
じ
く
接
尾
辞
「
赤
(
ロ
ピ
)
」
の
附
く
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
怯
醇

(
ケ
シ
ク
)
、
す
な
わ
ち
君
主
の
側
近
か
ら
後
展
し
た
支
配
者
集
圏

(
火
児
赤
・
昔
賓
赤
な
ど
)
と
閥
わ
る
で
あ
ろ
う
、
と
の
貴
重
な
ご

助
一
一
一
白
を
賜
っ
た
。
「
凡
そ
怯
醇
長
の
子
孫
、
或
い
は
天
子
の
親
信
す

る
所
に
由
り
:
:
:
、
甚
だ
親
信
さ
る
る
に
非
ざ
れ
ば
、
預
か
る
を
得

ざ
る
な
り
」
(
『
元
史
』
を
九
九
、
兵
志
二
)
と
あ
る
記
事
を
見
る
と
、

改
め
て
北
朝
の
親
信
と
の
闘
係
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
史
索
巌
墓

誌
や
安
修
仁
田
附
で
は
、
庫
巽
が
「
下
寮
(
僚
)
」
と
し
て
卑
官
扱
い

を
受
け
て
い
る
が
、
「
其
の
宵
(
怯
醇
)
の
卑
な
る
は
勿
論
な
り
と

難
も
、
年
努
就
に
久
し
き
に
及
べ
ば
、
則
ち
擢
ん
で
て
一
品
官
と
矯

す
」
(
同
前
)
の
が
、
庫
邑
(
に
も
通
じ
る
特
徴
で
あ
っ
て
、
親
信
・

庫
量
(
に
起
家
す
る
意
味
は
や
は
り
大
き
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
本

稿
の
所
論
は
こ
う
し
た
見
通
し
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
惰
代
以

降
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
考
に
期
し
た
い
。

(
四
川
)
気
賀
淳
前
掲
注
(
初
)
論
文
を
参
照
。

(
印
)
こ
の
貼
に
関
連
し
て
、
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
「
呆

た
し
て
、
兵
民
一
致
と
分
離
の
い
ず
れ
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
」

と
の
問
題
提
起
を
し
て
お
い
た
。
こ
れ
に
針
す
る
全
面
的
な
凶
答
は
、

唐
代
を
合
め
た
考
察
を
経
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
が
、

恐
ら
く
中
軍
た
る
二
十
四
軍
制
は
兵
民
分
離
的
に
、
外
軍
た
る
都

督
・
紙
管
制
は
兵
民
一
致
的
に
運
用
さ
れ
お
り
、
雨
者
は
並
列
し
て

い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
本
来
別
個
で
あ
っ
た
こ
の

中
軍
と
外
軍
が
、
置
(
に
右
機
的
に
組
織
・
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
制
度
的
に
跡
ぞ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
軍

制
全
躍
を
、
あ
く
ま
で
研
究
L
L

の
用
語
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
「
府

兵
制
」
と
呼
び
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
あ
た
り
の
詳
し
い
検
討

は
、
今
後
の
謀
題
と
し
た
い
。

(
削
)
ち
な
み
に
、
「
唐
該
竪
妻
蘇
洪
姿
墓
誌
」
(
前
山
『
漠
貌
南
北
朝
墓

誌
集
稗
』
園
版
四
八
八
)
に
、

君
、
詩
は
該
、
字
は
文
達
、
河
南
郡
錐
陽
際
の
人
な
り
:
:
:
。
開

皇
の
初
め
に
泊
び
、
将
に
江
表
を
定
め
ん
と
し
、
首
め
て
軍
府
を

置
き
、
英
傑
を
妙
選
す
。
君
、
材
雄
を
以
て
幕
に
入
り
、
古
家
勝
も

て
名
を
知
ら
れ
、
遠
、
近
の
推
す
所
と
な
り
、
特
に
都
督
を
授
け
ら
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る
。
肢
に
し
て
数
兵
し
て
棄
て
ず
、
治
兵
に
典
有
り
、
富
貴
向
ら

取
り
、
の
り
て
帥
都
督
の
兵
を
領
す
:
:
:
。
俄
に
し
て
天
下
太
平

に
属
び
、
図
表
無
事
な
れ
ば
、
甲
を
解
き
鼓
を
肝
せ
、
馬
を
散
じ

牛
を
休
ま
す
。
君
乃
ち
病
を
謝
し
て
二
百
(
こ
こ
)
に
蹄
し
、
冠
を
控

け
て
仕
え
ず
。

と
あ
り
、
河
南
で
の
軍
府
の
廃
止
と
兵
士
蓬
の
蹄
休
状
況
の
一
端
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
引
)
欠
端
賓
「
陪
代
の
義
倉
に
つ
い
て
」
(
『
束
方
向
学
』
五
二
、
一
九
七

六
年
)
。

(
臼
)
陪
末
唐
初
の
反
乱
勢
力
の
例
で
あ
る
が
、
『
奮
唐
書
』
者
五
六
、

十
粛
銑
停
に
、

時
に
諸
将
横
恋
に
し
て
、
多
く
殺
裁
を
専
ら
に
す
。
銑
、
因
り
て

兵
を
罷
め
し
め
、
陽
り
て
農
を
笹
む
と
言
、
つ
も
、
賓
は
将
帥
の
権

を
奪
、
つ
な
り
。

と
あ
る
。
強
幹
弱
枝
政
策
と
い
う
と
「
府
兵
制
」
研
究
で
は
陳
腐
化

し
て
し
ま
っ
た
嫌
い
が
あ
る
が
、
恩
典
と
し
て
の
地
着
・
蹄
農
の
背

後
に
潜
む
、
軍
権
の
掌
握
・
軍
事
の
中
央
集
権
化
と
い
う
の
狙
い
に

も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
愛
宥
元
「
唐
代
府
兵
制
の
再
検
討
|
|
折
衝
府
の
際
史
地
理
的
分

析
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五
六
三
、
一
九
九
七
年
)
。

(
臼
)
太
田
稔
「
拓
政
珪
の
「
部
族
解
散
」
政
策
に
つ
い
て
」
(
『
集
刊
東
洋

撃
』
八
九
、
二

O
O
三
年
)

0
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(
山
山
)
詳
し
く
述
べ
る
紙
幅
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
然
保
…
統
領
」
(
賀

前
惇
)
の
「
統
領
」
は
、
部
族
連
合
長
が
、
部
族
と
い
う
大
き
な
集

圏
を
い
く
つ
か
統
率
し
て
部
族
連
合
躍
を
形
成
す
る
こ
と
を
指
し
、

一
方
、
「
軍
府
統
領
」
(
開
皇
十
年
詔
)
の
「
統
領
」
は
、
各
地
の
郷

望
(
郷
帥
)
が
、
群
小
の
豪
右
(
土
豪
)
と
い
う
小
さ
な
集
閑
を
い

く
つ
か
統
率
し
て
一
つ
の
郷
兵
集
問
を
形
成
し
て
き
た
賓
態
(
谷
川

注
(
日
)
前
掲
論
文
を
参
照
)
を
反
映
し
た
表
現
で
あ
っ
て
、
規
模

に
達
い
は
あ
る
が
、
「
統
領
」

H
H

詩
集
園
を
統
率
し
て
一
つ
の
大
き

な
集
園
を
形
成
し
て
い
る
貼
で
、
言
葉
の
用
法
と
し
て
逼
じ
る
部
分

が
あ
ろ
う
。
な
お
、
奮
式
に
則
っ
て
軍
府
の
「
統
領
」
を
受
け
る
べ

し
と
す
る
開
皇
十
年
詔
と
、
賀
前
が
「
部
族
解
散
」
後
に
諸
部
を

「
統
領
」
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
る
賀
前
停
の
記
逮
は
、
一
見

し
た
と
こ
ろ
は
矛
盾
し
て
い
る
。
し
か
し
太
田
氏
が
推
定
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
(
太
田
前
掲
注
(
臼
)
論
文
、
五

O
l
五
ム
頁
を
参
照
)
、

部
族
連
合
長
が
「
統
領
」
権
を
剥
奪
さ
れ
、
部
族
連
合
健
が
各
部
族

単
位
へ
と
分
割
さ
れ
た
後
も
、
諸
部
族
は
比
較
的
近
く
に
散
居
し
て

富
来
の
つ
な
が
り
を
保
持
し
て
お
り
、
連
合
の
再
結
成
H
統
領
も
不

可
能
で
は
な
か
っ
た
し
、
個
々
の
部
族
リ
ー
ダ
ー
は
、
自
前
の
部

族
・
部
民
を
引
き
績
き
統
率
す
る
ケ
l
ス
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
詳
し
い
賓
態
を
見
て
い
く
と
、

「
部
族
解
散
」
と
開
皇
十
年
詔
の
聞
に
は
、
や
は
り
通
底
す
る
部
分

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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text of Northern and Eastern Asia history without severing the early Northern 

Wei state from the later one by employing the viewpoint that compares it with 

foreign dynasties that ruled China such as the Yuan, the kingdom of Wain ancient 

Japan, and the Former Han, the Han dynasty that preceded the Northern Wei. 

THE TWENTY-FOUR ARMY SYSTEM AND THE FUBING SYSTEM 

OF THE WESTERN WEI AND NORTHERN ZHOU 

HIRATA Yoichiro 

The fubing system that was a driving force in the creation of Sui and Tang 

dynasties is generally thought to have begun with the twenty-four army system of 

the Western Wei, and its military power too have been composed of local militias 

of Han people in Western Wei and Northern Zhou during which the influx of war

riors of the northern Xianbei peoples were not numerous. Nonetheless, the term 

fubing zhi, the fubing system, is not found in contemporary sources, and was in

vented in a later period. Tracing the fubing system back to the Western Wei is 

also nothing more than a distortion created by later hands. 

The local military organizations that comprised the military force of the twenty

four army system were both chronologically, geographically, and ethnically ex

tremely diverse, and the local Han militias of Guanlong ~m 'U were no more than 

one part of it. In the Western Wei and Northern Zhou levies of military service 

were generally imposed on households, but they resorted to having the local gen

try organize military bands and thereby continued the selection and implementation 

of a method of operating as a pseudo-tribal militia. In addition the existence of a 

unique system of groups of close advisers, called qinxhin *! {§ and kuzhen $: i!'t , 
whose lineages could be traced to the inner officers of Northern Wei court, made 

it possible to control the vast military organization that was the twenty-four army 

system. 

Judging from these special characteristics, the twenty-four-army system can be 

understood as a pseudo-tribal militia system that was supported by the traditions 

of the Xianbei. In this regard, it should be positioned in the historical context as a 

military system located precisely within the lineage of the nomadic military sys

tems such as the twenty-four chiefs of the Xiongnu and of the Mongol thousand-
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household system. The imperial edict of the tenth year of Kaihuang, which was 

promulgated the year after Sui destroyed the Chen, has been taken as revolution

ary in creating the ground-breaking fubing system, but in actuality, the purpose of 

the edict was the transfer and settling of military groups who had served for years 

in Guanzhong, and their essential character as pseudo-Xiangbei tribal militia was 

maintained thereafter. A common element underlay both the purpose of the impe

rial edict of the tenth year of the Kaihuang reign and the Northern-Wei policy of 

dismantling the tribe-centered state, and in order to decipher this reality, one 

must seek a point of view from which both can be mutually examined and 

compared. 

THE JAPANESE MONK CHINTEI KAIJU tf}}!iff;; WHO TRAVELED 
TO YUAN AND THE RELATIONS BETWEEN JAPAN AND 

LATE-YUAN AND EARLY-MING CHINA, WITH AN 
INTRODUCTION TO A NEWLY DISCOVERED 

BIOGRAPHY OF THE MONK 

ENOMOTO Wataru 

The fact that the Japanese monk Chintei Kaiju studied in China during the late

Yuan through early-Ming period has been known from the time of his early-Edo 

period biography, but a recent survey of historical source materials has newly re

vealed the existence of the Chintei osha gyojitsu (The Veritable Deeds of the 

Venerable Chintei). Although the fact that Chintei osha gyojitsu is an abridged ver

sion and the entire work does not remain intact is problematic, the original work 

appears to have been compiled as the biography of the patriarch of the Buddhist 

tradition at Goshin-in ~i:H.' ~l'G, a sub-temple at Nanzenji, which was a key center 

for Chintei's school of Buddhism. In this article I considered the following three 

points-- Chintei's route to China, his activities in China, and the circumstances of 

his return to Japan on the basis of the biography. The following became clear in 

this process. 

First, Chintei set sail from Kyiishu in the seventh month of 1350 and landed 

near Liujiagang near the mouth of the Changjiang. Since the 11th century the most 

common route between Japan and China had been the link between Hakata and 
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